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「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の

在 り方に関する検討会」開催要綱

1.趣 旨

これまで、当面のやむを得ず必要な措置 (実質的違法性阻去「)と し

て、在宅・特別養護老人ホーム・特別支援学校において、介護職員等

がたんの吸引・経管栄養の うちの一定の行為を実施することを運用に

よつて認めてきた。

しかしながら、こうした運用による対応については、そもそも法律

において位置づけるべきではないか、グループホーム・有料老人ホー

ムや障害者施設等においては対応できていないのではないか、在宅で

もホームヘルパーの業務 として位置づけるべきではないか等の課題が

指摘 されている。

こうしたことから、たんの吸引等が必要な者に対 して、必要なケア

をより安全に提供するため、介護職員等によるたんの吸引等の実施の

ための法制度の在 り方等について、検討を行 う。

2.検討課題

①介護職員等によるたんの吸引等の実施のための法制度の在り方

②たんの吸引等の適切な実施のために必要な研修の在り方

③試行的に行 う場合の事業の在 り方

3.構成員

本検討会の構成員は、別紙のとお りとする。

ただし、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

‐
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4.検討スケジュール (案 )

・夏頃を目途に、法制度や研修の在 り方についての中間的な整理を行

うとともに、試行事業を行 う場合のスキーム 0実施方法について整

理する。

・試行事業の実施・検証を踏まえ、年度内を目途に制度の在り方につ

いてのとりまとめを行 う。

5.検討会の運営

①本検討会は、厚生労働大臣が関係者の参集を求め、開催する。

②本検討会の庶務は、医政局、社会・援護局、障害保健福祉部の協力

の下、老健局が行 う。

③本検討会の議事は公開とする。
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これまでの閣議決定等

1 チーム医療の推進について (平成22年 3月 19日 チーム医療の推進
に関する検討会報告書)

3 看護師以外の医療スタッフ等の役割の拡大

(9)介護職員

○ 地域における医療・介護等の連携に基づくケアの提供 (地域包括ケ

ア)を実現 し、看護師の負担軽減 を図るとともに、患者・家族のサー

ビス向上を推進する観点から、介護職員と看護職員の役割分担と連携

をよリー層進めていく必要がある。

○ こうした観点から、介護職員による一定の医行為 (た んの吸引や経

管栄養等)の具体的な実施方策について、別途早急に検討すべきであ

る。

2 新成長戦略 (平成 22年 6月 18日 閣議決定 )

(不安の解消、生涯を楽しむための医療 口介護サービスの基盤強化)

高齢者が元気に活動している姿は、健全な社会の象徴であり、経済成

長の礎である。しかし、既存の制度や供給体制は、近年の急速な高齢化

や医療技術の進歩、それに伴う多様で質の高いサービスヘの需要の高ま

り等の環境変化に十分に対応できていない。高齢者が将来の不安を払拭

し、不安のための貯蓄から、生涯を楽しむための支出を行えるように医

療・介護サービスの基盤を強化する。

具体的には、医師養成数の増加、勤務環境や処遇の改善による勤務医

や医療・介護従事者の確保とともに、医療・介護従事者間の役割分担を

見直す。また、医療機関の機能分化と高度 口専門的医療の集約化、介護

施設、居住系サービスの増加を加速させ、質の高い医療・介護サービス

を安定的に提供できる体制を整備する。



【成長戦略実行計画 (工程表 )】

早期廃菌臨麟

(2010年度節 i襲閣ヨ)

2011嬌鷹E
実鱈すべき事麟

2013鮮度までに

実歯すべき事履

3 規制・制度改革に係る対処方針 (平成 22年 6月 18日 閣議決定)

.各分野における規制改革事項 口対処方針

2.ラ イフイノベーション分野

制改革事

⑫医行為の範囲の明確化 (介護職による痰の吸引、胃ろう処置の解禁等)

医療安全が確保されるような一定の条件下で特別養護老人ホームの介護

職員に実施が許容 された医行為を、広 く介護施設等において、一定の知

識・技術を修得 した介護職員に解禁する方向で検討する。また、介護職

員が実施可能な行為の拡大についても併せて検討する。<平成 22年度中

検討 口結論、結論を得次第措置>

`署譲凱期藤 介議嗜員書、既

存のE藤・

―
の活用曖

遇・役割饉穴

報聾聟冗トウ哺の広瀬陶導入促選
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4 障害者制度改革の推進のための基本的な方向について (平成 22年 6月 2

9日 閣議決定 )

第 2 障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方

3 個別分野における基本的方向と今後の進め方

(4)医療

○ たん吸引や経管栄養等の日常における医療的ケアについて、介助

者等による実施ができるようにする方向で検討 し、平成 22年度内

にその結論を得る。

3‐



資料 3

介護現場等におけるたんの吸引等を巡る

現状



介護職員等によるたんの吸引等の現在の取扱い (実質的違法性阻去口)

○ たんの吸引日経管栄養は、医行為に該当し、医師法等により、

医師、看護職員のみが実施可能

たんの吸引 経管栄養

④胃ろう ⑤腸ろう(空腸ろう) ⑥経鼻経管栄養

①鼻腔内

②口腔内

③気管カニューレ内

○ 例外として、一定の条件下 (本人の文書による同意、適切な医学的管理等)で

ヘルバー等による実施を容認 (実質的違法性阻却論)

◆在宅の患者・障害者…・①②③
◆特別支援学校の児童生徒・・・①②十④⑤⑥
◆特別養護老人ホームの利用者・…②十④

※ ①～⑥のそれぞれの行為の中に、部分的にヘルパー等が行えない行為がある。
(例 :特養での胃ろうにおけるチューブ等の接続と注入開始はX)

気管 電

2



介護職員等によるたんの吸引等の現在の取扱い (実質的違法性阻却)

在宅(療養患者・障害者) 特別支援学校 (児童生徒 ) 特月1養護老人ホーム(高齢者)

対
象
範
囲

たんの

吸引

口腔内
○

(咽頭の手前までを限度)

○

(咽頭の手前までを限度 )

○
(咽頭の手前までを限度)

鼻 腔 ○ ○ X

気管カニューレ

内部
○ × X

経管
栄養

胃ろう X
○

(胃 ろうの状態確認は看護師)

○

(胃ろうの状態確認・チューブ接続・注入

開始は看護職 )

腸ろう ×
○

(腸ろうの状態確認は看護師 )

X

経 鼻 ×
○

(チューブ挿入状態の確認は看護師)

×

要
件
等

D本人との同意

=思者が、方法を習得したス族以外の者
に依頼し、当該者が行うことについて文

書による同意 (ヘルパー個人が同意 )

・ホームヘルパー業務と位置づけられて

いない

保護者が、学校に依頼し、学校の組織

的対応を理解の上、教員が行うことに
ついて書面による同意

主治医が、学校の組織的対応を理解の

上、書面による同意

入所者 (入所者に同意する能力がない

場合にはその家族等)が、施設に依頼
し、施設の組織的対応を施設長から説

明を受け、それを理解の上、介護職員
が行うことについて書面による同意

Э医療関係者による
的確な医学的管理

かかりつけ医、訪間看護職員による定

期的な診療、訪問看護

主治医から看護師に対する書面による

指示

看護師の具体的指示の下で実施

在校時は看護師が校内に常駐

保護者、主治医、看護師、教員の参加

下で、個別具体的な計画の整備

配置医から看護職員に対する書面に

よる指示

看護職員の指示の下で実施
配置医、看護職員、介護職員の参加
の下、個別具体的な計画の整備

Э医行為の水準の確保

:か かりつけ医、訪間看護職員による家

族以外の者への技術指導
1かかりつけ医、訪間看護職員との間にお

いて同行訪間や連絡・相言炎口報告などに

より手技を確認

看護師及び教員が研修を受講

主治医による担当教員、実施範囲の特

定
マニュアルの整備

・看護師及び介護職員が研修を受講
日配置医による担当介護職員・実施範囲
の特定
・マニュアルの整備

Э施設・地域の体制整
備

・緊急時の家族、かかりつけ医、訪間看

護職員、家族以外の者等の間の連絡・

支援体制の確保

学校長の統括の下、関係者からなる校

内委員会の設置

指示書、実施記録の作成・保管

緊急時対応の手順、訓練の実施 等

施設長の統括の下、関係者からなる施
設内委員会の設置
指示書、実施記録の作成・保管  `
緊急時対応の手順、訓練の実施 等

｀



介護職員等によるたんの吸弓等の現在の取扱い①
○在宅におl■ ろ取Inい

在宅における ALS以外の療養患者ヨ障害者に対するたんの吸弓lの取扱いについて (抄 )

(平成17年3月 24日 医政発第0324006号 )

同報告書で取りまとめられたとおり、患者・障害者のたんを効果的に吸引でき、患者の苦痛を最小限にし、吸引回数を減らすことができる専門

的排たん法を実施できる訪間看護を積極的に活用すべきであるが、頻繁に行う必要のあるたんの吸引のすべてを訪間看護で対応していくことは

現状では困難であり、24時間休みのない家族の負担を軽減することが緊急に求められていることから、ALS患者に対するたんの吸引を容認する

のと同様の下記の条件の下で、家族以外の者がたんの吸引を実施することは、当面のやむを得ない措置として許容されるものと考える。

鍼 |が豪裏顕群高靭 兄蕊品よ亀塁肥ξゝ辱i喫掘珊曼ぼ覆繁軍球を担:ス鶉読電峯F状
※一定の条件:①医師口看護師・介護職員の役割分担・連携、②文書による患者の同意、③家族以外の者に対する教育、④緊急時の

連絡・支援体制の確保 等

○特用u支援学校における取扱い

盲・聾 =養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて(協力依頼 )(抄)(平 成 16年 10月 20日 医政発第 1020008号 )

報告書では、盲・聾・養護学校へ看護師が常駐し、教員等関係者の協力が図られたモデル事業等において、医療安全面・教育面の成果や保

護者の心理的・物理的負担の軽減効果が観察されたこと、必要な医行為のすべてを担当できるだけの看護師の配置を短期間に行うことには困

難が予想されることから、看護師を中心としながら教員が看護師と連携・協力して実施するモデル事業等の方式を盲・聾・養護学校全体に許容

することは、看護師の適正な配置など医療安全の確保が確実になるような一定の要件の下では、やむを得ないものと整理されている。

盲口聾口養護学校における医療のニーズの高い児童生徒等の教育を受ける権利や安全かつ適切な医療・看護を受ける権利を保障する体制整

備を図る措置を講じていくことは重要であり、また、たんの吸引等については、その危険性を考慮すれば、医師又は看護職員が行うことが原則

であるが、上記整理を踏まえると、教員によるたんの吸引等を盲・聾・養護学校全体に許容することは、下記の条件の下では、やむを得ないもの

と考える。

特別支援学校における児童生徒等に対するたんの吸引は、医師又は看護職員が行うことを原則としつつt,、 必要な医

行為のすべてを担当できるだけの看護師の配置を短期間に行うことには困難が予想されることから、教員によるたんの

吸引の実施について、一定の条件 (※ )の下、やむを得ない措置として容認。

※一定の条件:①医師・看護師・教員の役割分担・連携、②文書による患者及び医師の同意、③教員に対する教育、④学校における

体制整備(委員会の設置、手順書の整備、記録の管理等)等                       4



介護職員等によるたんの吸引等の現在の取扱い

特別養護老人ホームにおける介護職員による口腔内のたんの吸引口胃ろうによる経管栄養については、医師法・保健

師助産師看護師法により医師又は看護職員以外の者が実施することを禁止されている医行為であるとしつつも、特に

夜間において口腔内のたんの吸引等の全てを担当できるだけの看護職員.の配置を短期間のうちに行うことは困難であ

ると考えられることから、一定の条件の下 (※ )、 やむを得ない措置として容認。

※一定の条件:①医師・看護職員口介護職員役割分担・連携、②文書による入所者の同意、③介護職員に対する教育、④施設にお
ける体制整備(委員会の設置、手順書の整備、記録の管理等)等

5

○特胃u養護者人ホームにおI十 る取扱い

特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて(抄)(平 成22年4月 1日 医政発0401第 17号 )

報告書では、今後も口腔内のたんの吸引等が必要な高齢者が増加する中で、本来、特別養護老人ホームにおける看護職員の適正な配置を

進めるべきであるが、特に夜間において口腔内のたんの吸引等のすべてを担当できるだけの看護職員の配置を短期間のうちに行うことは困難
であると考えられることから、医師・看護職員と介護職員が連携・協働して実施したモデル事業の結果を踏まえ、口腔内のたんの吸引等につい

て、モデル事業の方式を特別養護老人ホーム全体に許容することは、医療安全が確保されるような一定の条件の下では、やむを得なしヽものと

整理されている。

厚生労働省としては、報告書を踏まえ、介護職員による口腔内のたんの吸引等を特別養護老人ホーム全体に許容することは、下記の条件の

下では、やむを得ないものと考える。



実質的違法論について

1.基本的な考え方

○ ある行為が処罰に値するだけの法益侵害がある (構成要件に該当する)場合に、その行為が正当化されるだけの事情が存

在するか否かの判断を実質的に行い、正当化されるときには、違法性が阻却されるという考え方。

○ 形式的に法律に定められている違法性阻却事由を超えて、条文の直接の根拠なしに実質的違法性阻却を認める。

○ 具体的には、生じた法益侵害を上回るだけの利益を当該行為が担つているか否かを判別する作業を行う。

※「当該行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、それが法秩序全体の見地から許容されるべきものであるか否か」 (最判

昭50・ 8・ 27刑集29・ 7・ 442他 )

2.正当化されるための要件

(1)目 的の正当性
○ 行為者の心情 自動機そのものを問題にするのではなく、「行為が客観的な価値を担つている」という意味で解すべき。

(2)手段の相当性

○ 最も重要な要件。

○ 具体的事情を基に「どの程度の行為まで許容されるか」を検討。

○ 犯罪類型ごと、事案の類型ごとに、「このような目的のためには、この程度の行為まで正当化される」という類型的基

準を設定すること。

(3)法益衡量

○ 特定の行為による法益侵害と、その行為を行うことにより達成されることとなる法益 (その行為を行わないことによる

法益侵害)と を、比較衡量。

○  「手段の相当性」の判断の過程で、合わせて行われることとなる。
‐
(4)‐ 法益侵害の相対的軽微性

○ 特定の行為による法益侵害が相対的に軽微であること。

○ その行為による法益侵害の程度が大きければ、正当防衛や緊急避難といつた違法性阻却事由に該当することが求められ

る。 (=補充性など、さらに要件が付加される)                    ・

(5)必要性 口緊急性

○ 法益侵害の程度に応じた必要性・緊急性が存在するか否かを検討。

(資料出所)厚生労働省「看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会」資料
6



特別養護者人ホームにおける者護職員と介護職員の連携によるケアの実施について

趣旨

引等

夕るJ

職員

⇒ 「違法性阻却Jによる実施

内容

1.対象 ①口腔内のたんの吸引(咽頭の手前まで)

②胃ろうによる経管栄養(チューブ接続等は看護職員)

2.実施要件
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モデル事業のように一律の要件 (概ね5

年以上の施設経験)を課した指導看護
師を義務づけないが、同様の経験があ
ることが望ましい。

連携・協働 医行為の水準の確保

①入所者について、1)看護職員と連携して介護
職員が実施できるか、2)実施する介護職員に
ついて、看護職員との連携の下、配置医が承認

②定期的な状態確認等、一定の行為は医師・

看護職員が実施

看護職員・介護職員に対する研修の実施

モデル事業のような定数的・―律の要件 (指導
看護師に対する12時間の研修・介護職員に対

する14時間の施設内研修)はないが、原則とし

て同等の研修実施が必要。

①安全性確保のための施設内委員会の開催
②記録・マニュアルの整備
③緊急時対応の手順の確認・訓練の実施 等

入所者本人・家族の同意

施設の実施体制を説明した上で、介護職員が

実施すること1について書面による本人口家族の

同意

(資料出所)厚生労働省「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」資料



口腔内)吸 引
定 義 口腔内 (肉眼で確認できる範囲)に貯留した唾液、喀痰等の分泌物などの身体に不必要な物質を、陰圧を用いて体外に排除すること

※ l  l看護職員と介護職員の協働により実施可 ‐…■〕看護職員のみ実施可実施のプロセス
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:【入所時又は状態変化時】
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【毎朝又は当該日の第1回 目実施時】

STEP2 書訂う終半1)断

匝 画 薩 亜 塵曇菱:亜II
I・ 医師の指示、対象者の状態から吸引の必要性、看護と介護の協働の

1.苛1彙を権講する

【当該日の第2回 日以降】 STEP3実施準備

口必要な物品を準備し、対象者のもとに運ぶ

STEP7 言平個i:記£飛

・施行時刻、施行者名等を記録する

SttEP6 ‖訓寸け

・吸引びんは70～ 80%になる前に

排液を捨てる
・使用物品をすみやかに片付ける

STEP5 糸吉昇さI准言忍

・対象者の状態を観察し、ケア責任者

(看護職員)に報告する

対象者

特別養護老人ホーム配置医師の包括的な

指示のもと、口腔内 (肉眼で確認できる範

囲)の貯留物の除去のため、吸引が必要と

認められ、医師や看護職員の総合的なア

セスメントの結果、チームケアにおいて、安

全に実施されると判断された者

STEP4ケア実施

口対象者に吸引の説明を行い、環境

を整備する
・再度実施者により口腔内を観察する
・吸引を実施する

■・ 1̈。
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「 口医師の指示、対象者の状態から注入の必要性、看護と介護の協働の |

ヒ理型護亜璧ユ__ _………………………=…………ごリ

【当該日の第2回 日以
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> SttEP3実 施準備

・必要な物品を準備し、対象者のもとに運ぶ

STEP7 評{面言己録
口施行時刻、施行者名等を記録する

SttEP6 昌「仁Hす

・使用物品をすみやかに片付ける

STEP5 率吉弄:I准 言忍

・食後しばらく対象者の状態を観察し、

ケア責任者 (看護職員)に報告する

STEP4ケア実施

ヽ

日本人の確認と流動物の確認を行う
・栄養チューブが正しく挿入されているか

確認する
・チューブを接続し、流動物をゆつくり注

入する
・注入直後の状態を観察する

,注入中の状態を定期的に観察する。
・注入終了後、30～ 50mlの 白湯又は

茶を注入し、頭部を挙上した状態を保つ

対象者

特別養護老人ホーム配置医師の包括的な

指示のもと、胃ろうによる栄養管理が必要

と認められ、医師や看護職員の総合的なア

セスメントの結果、チームケアにおいて、安

全に実施されると判断された者
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(資料出所)厚生労働省「特男1養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関する検討会」資料



特別養護者人ホームにおけるたんの吸ヨ|・ 経管栄養に対する三―ズ

特別養護老人ホーム入所者のうち、5。3%はたんの吸弓|を必要とし、9.9%は胃ろう・経鼻経管栄養
を必要としていると考えられる。

特別養護老人ホーム在所者の施設内での処置の実施率 (2,946施設中)

入所者全体に対する医療処置別の処置を受けた入所者 (延べ人数)の割合

回答のあつた2946施設中

N=200,644(人数 )

処置 割合(%) 処置 割合(%)

吸 引

咽頭手前までの
口腔内 ★4.4%

5.3

創傷処置 4:6

浣腸 3,7

鼻腔 ★2.6%
摘便 3.7

咽頭より奥又は気

切  ★1.6% じょく清の処置 (I度・I度 ) 2.7

胃ろう・経鼻経管
栄養

胃ろうによる栄養
管理  7.7%

9,9

膀脱 (留置)カテーテルの管理 2.7

経鼻経管栄養
2.2%

インスリン注射 1.3

服薬管理 (麻薬の管理を除く) 74.6 疼痛管理 (麻薬の使用なし)

※この表は入所者全体に対して実施された入所者の割合が1%以上の医療的ケアを抜粋
|★

:吸引の実施部位間での重複がある

資料出所)(株 )三菱総合研究所「特別養護老人ホーム利用者の医療ニーズヘの対応のあり方に関する調査研究」

|(参考)特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設)の数 :6,167    特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設)の入所者数 :43.6万 人  |
:                                      ※ いずれも、介護給付費実態調査月報(平成22年 4月 審査分)より |

1__…
… … … … … … … … … … … ― ― ― ― … … … … … … … ―

… … … … … … … … … … ― ― … … … … … … … … … … … … … … … … … ― ― … … … … … …
― ― 中 ― ― ― 中 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

… … … … … … … … … … … … ― ― ― … … … … … … …
:
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)特
別養護老人ホームにおけるたんの吸弓|・ 経管栄養に対するニーズ (時 FB5別 )

Oi胃ろうによる栄養管理、吸引(咽頭手前までの口腔内・鼻腔口咽頭より奥又は気管切開)は、早朝(6:00～ 8:59)、 夜間

|(17:00～ 19:59)に多く実施されている。
○ 吸引 (口困頭手前までの口腔内・鼻腔・咽頭より奥又は気管切開)については深夜(22:00～ 5:59)に 実施される割合が高い。

150000 35oooo (/\)

服薬管理(麻薬の管理を除く)

胃ろうによる栄養管理

経鼻経管栄養

吸引(咽頭手前までの回腔内)

吸引(鼻腔)

吸引(咽頭より奥又は気切)

創傷処置

浣腸

摘便

じょく清の処置(I度・Ⅱ度)

膀月光(留置)カテーテルの管理

インスリン注射

疼痛管理(麻薬の使用なし)

(1,313ス、)

(3,622人 )

(1,823人 )

(1,015りに)

(95人 )

(13人 )

(30人 )

(363人 )

(2,166人 )

(12人 )

(280人 )

国]6:00-8:59

■19:00-16:59

E]17:00-19:59

E]20:00-21:59

日122:00-5:59

※実施人数は延べ人数

※()内は、22:00-5:59の間の実施人数



特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携
によるケアの在り方に関するモデル事業の概要

0指導看護師は、特別養護老人ホームでの勤務経験が通算概ね5年以上の常勤の看護師
0連携によるケアを試行する介護職員は、施設長、配置医等と相談の上、特定する

・連携によるケアの対象となる入所者に、施設長が説明と同意 (文書)を得る

・指導看護師養成研修  東京で講師が指導看護師へ12時間 (2日 間)研修

・施設内研修      各施設で指導看護師が介護職員^し
14時間研修

・連携によるケアの試行  日腔内吸引(咽頭の手前)

(平成21年 9月 ～12月 ) 胃ろうによる経管栄養 (チューブ接続・栄養剤の注入は看護職 )

・ 調査票 (日 誌、プロセス評価、質問票、ヒヤリハット等・アクシデント報告)

・他施設訪間(実技評価・ヒヤリング)

・ 意見交換会 (52施設のみ)
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:特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連,携

:  によるケアの在り方に関するモデル事業の結果
|

・ 全国125施設(41都道府県)

。連携によるケアを試行した介護職員は、1施設当たり平均3.5人
(介護福祉士資格取得者…・87%・通算経験年数5年以上…・66.5%)

0ヒヤリハット・アクシデント発生の報告において、救命救急等の事例はない
ヒヤリハウト発生267件 (口 腔内吸引124件・胃ろうによる経管栄養143件 )

アクシデント発生 7件  (口腔内吸引 1件・胃ろうによる経管栄養 6件 )

・ ヒヤリハットロアクシデント発生の報告あり45施設 (36%)、 報告なし80施設 (640/0)

(報告なしの施設が多数を占めているのは、報告基準を各施設に任せたためと考えられる)

0口腔内吸引および胃ろうによる経管栄養が「介護職員が独けでできる」の評価は、

研修後2ヶ月が80%以上、研修後3ヶ月が90%以上と、月日の経過とともに向上
(介護職員の自己評価・看護職員の他者評価ともに)



平成21年度特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの

在り方に関するモデル事業実施施設におけるヒヤリハット・アクシデント事例 (抜粋 )
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介護老人保健施設におけるたんの吸引・経管栄養に対する三―ズ

介護者人保健施設入所者のうち、3.0%はたんの吸弓|を必要とし、6.8%は胃ろう・経管栄養を必要

としていると考えられる。

入所者全体に対する医療処置別の処置を受けた入所者 (延べ人数)の割合 N=285,265(人数 )

処置 割合(%) 処置 割合(%)

喀痰吸引 3.0

点滴 3.3

疼痛管理 2.7

胃ろう日経管栄養

胃ろう 4.0%
6.8

膀肌カテーテル 2.5

経管栄養 2.8% じょく清の処置 (Ш 度以上) 1.0

服薬 82.7 酸素療法
0.8

※この表は入所者全体に対して実施された入所者の割合が 1%以上の医療的ケアを抜粋 (「 その他」は除く)

資料出所)厚生労働省「平成19年介護サービス施設・事業所調査」

|(参考)介護老人保健施設の数 :3′671    介護老人保健施設の入所者数 :32.9万 人                      |
|    

｀                                  ※ いずれも、介護給付費実態調査月報(平成22年 4月 審査分)よ り
|

L__中 ……………………~… …………………………――……………………………………―――――――………………―…………………………―………―……―――――――…………―……………………………………………――――‐
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居宅サービス (要介護高齢者等)におけるたんの吸引 0経管栄養に文」するニーズ

居宅サ∵ビス利用者である要介護高齢者等のうち、2.9%はたんの吸引を、3.6%は経管栄養を必要

としていると考えられる。

N=12,598
全体に対する医療処置別の処置を受けた利用者 (延べ人数)の割合              (回 答のあつた介護支援専門員456

名が担当する利用者の数 )

処置 割合 (%) 処置 割合(%)

吸 引

口腔内 ★2.5%

2.9

酸素療法 2.1

鼻 ・1.3% じょく療処置 (I・ Ⅱ度) 2.0

咽頭以降気管切開
彙0.9%

インシュリン 2.0

経管栄養

胃・腸・食道ろう
3.2%

3.6

創傷処置 1.2

経鼻   0.4% 人工肛門 1.2

膀肌留置カテーテル 2.4 点滴

※この表は入所者全体に対して実施された入所者の割合が 1%以上の医療的ケアを抜粋 (「 その他」は除く)

※この調査では、「服薬管理」が医療処置の選択肢として提示されてはいない。

・ :吸引の実施部位間での重複があり得る。

資料出所)平成20・ 21年度厚生労働科学研究費補助金「医療依存度の高い在宅療養者に対する医療的ケアの実態調査および安全性確保に向けた支援関係職種間の効

果的な連携の推進に関する検討」(主任研究者 り|1村佐和子)

:~~~… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
中 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

:

|(参考)居宅サービスの利用者数:216.0万 人   介護予防居宅サービス:82.5万人                    :
|                                 ※ 介護給付費実態調査月報 (平成22年4月 審査分)より1     16
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①医療処置実施状況と療養環境の実態調査
(調査対象 ;介護支援専門員456名 )

図.訪間看護と

在宅療養者に対する医療的ケアの実態について

②関係職種との連携状況の全国実態調査
(調査対象 1訪間看護師420名 )

たん吸引提供における訪間看護師の関係職種との連携
に関する40項 目の実施状況を調査

●訪間看護利用者 (A群 +B群 )の特徴 :

○医療処置の重複がある(52.8%)
○要介護度が高い(要介護度4・ 5が606%)傾向

●訪問看護利用 :[吸引][経管栄養]の医療処置では、

8.5割 程度が訪間看護を利用

●1人当たりの医療処置は平均184処置

注)充足率 :本調査項目(40項 目)を 行政通知の6条件 ll

再分類し、各条件の構成項目すべてを実施していた

の割合

資料出所)平成20・ 21年度厚生労働科学研究費補助金「医療依存度の高い在宅療養者に対する医療的ケアの実態調査および安全性確保に

向けた支援関係職種間の効果的な連携の推進に関する検討」(主任研究者 サ|1村佐和子 )

実施率(420名 中実施していると回答した者の害1合 )が90%以上

の項目

●「緊急時の連絡体制の確認と関係者との共有 (96.4%)
● (医師への)方針の確認 (96.4%)

●医師の説明内容の確認 (96.0%)」など 16項目

実施率が低い項目

●吸引実施体制に関するカンファレンスの実施(32.9%)
●訪間介護職員の吸引状況の定期的な確認140.0%)

●訪間介護職員から訪問看護師への日常的な連絡日本目談・報
告の内容・方法取り決めの文書による提示(62.4%)
●訪間介護職員の知識・技術の習得状況の評価(66.4%)



有料老人ホームにおけるたんの吸弓|・ 経管栄養に対する三―ズ
○ 吸弓|が必要な者が5人以上入居している有料老人ホームは全体の6.6%、 冑ろうのケアが必要な者が5人以上入居

している有料老人ホームは全体の6.8%と なつている。
○ 有料老人ホーム1カ所当たりの平均人数で見ると、吸引が必要な者は1.7人、冑ろうのケアが必要な者は2.O人、

胃ろう以外の経管栄養のケアが必要な者はO.4人となつている。

100%   (ヨ「
ll(さf〕1)

吸 引 1.7人

胃ろうのケア 2.0人

胃ろう以外の経管栄養のケア 0.4人

0.8   0.8 2.2
0.8 1    .

日5人以上 □4人  目3人  日2人  図1人  目なし 国無回答

調査期間 :平成 19年 9月 ～10月

調査対象 :(社 )全国有料老人ホーム協会または特定施設事業者連絡協議会の会員事業者997施設

回 J又 数  :  589施設  (回 J又率59.1%)

(出 典)平成19年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)特定施設における医療サービス等の確保のあり方に関する調査研究 報告書

:

||(参考)有料老人ホームの施設数:2,846施設 定員数:155,612人 (平成19年 7月 1日 現
奮:量

生労働省調べ
と______」      1L_____… … … …… … … … … ― ― … …… ― ― ― ― … … …… …… … … ― ― 中… …… … … … … … … …― …… … … … … … …… … … ― ― ― … … ―― ― 中― ― ― ― … …
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10% 30,6 50% 80%
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認知症グループホームにおけるたんの吸ヨ|・ 経管栄養に対する三―ズ

1認
矢□症グループホーム利用者のうち、0.5%の者はたんの吸引を必要とし、O.6%の者は胃ろう 。経

管栄養を必要としていると考えられる。

全体に対する医療処置別の処置を受けた利用者(延べ人数)の割合 N=7,020(。人)

処置 割合 (%) 処置 割合(%)

痰の吸引 0.5 じょく療の処置 1.5

胃ろう日経管栄養 0.6 インシュリン注射 0.9

力ロリー・塩分等の制限食 4.8 尿道カテーテル 0.6

※この表は入所者全体に対して実施された入所者の割合が0.5%以上の医療的ケアを抜粋 (「 その他」は除く)

※この調査では、「服薬管理」が医療処置の選択肢として提示されてはいない。

資料出所)特定非営利活動法人全国認知症グループホーム協会「認知症グループホームの実態調査事業報告書(平成20年度)」

|し著ヌ
…
藷菊Iが ユヽジ示

=r縣
張J繭慧型兵百三層芥護ヌあ誠IIこ 5万f~~~~~~~~~一一一一一一一一一一一一一…

1

認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の利用者数:14.5万人
※ いずれも、介護給付費実態調査月報(平成22年 4月 審査分)よ り |L____… … … …

_― ― ― ― ¨ ― ― ― ― … … … … ― … … … … … … ― ― ¨
… … … … … …

― … … … … … … 19



章害者支援施設等入所施設におけるたんの吸引・経管栄養に対する三―ズ

障害者支援施設等入所施設入所者のうち、O.6%～ 1.1%はたんの吸弓|を、2.1%は経管栄養を必

要としていると考えられる8

○ 障害者支援施設等入所施設 (※ )の入所者全体に対する、医療的ケアの必要な入所者数 (実人数)の割合 (処置の種類別 )

※ 内訳:障害者支援施設(387)、 身体障害者更生施設(31)、 身体障害者療護施設(190)、 身体障害者入所授産施設(46)、 知的障害者入所更生施設(433)

知的障害者入所授産施設 (69)、 施設種別無回答(18)(複数種一体運営あり)

回答のあつた1170施設中 N=85,028(入所者数 )

処置 割合(%) 処置 割合(%)

吸 引

咽頭手前までの回

月空内
服薬管理 (麻薬の管理を除く) 43.6

鼻腔 0.6 浣腸 4.5

咽頭より奥または気

管切開
0.6 膀眺 (留置)カテーテルの管理 2.1

胃ろう日経鼻経管栄

養

胃ろうによる栄養管

理  1,8%
2.1

摘便 2.0

経鼻経管栄養

0.3%
倉1傷処置 1,7

x :oalt.^'Ffaa*r:t'JL<Effit?r.f:IEE€o=[enrl %vLaE'fi#Jr7tffi#ff=A,aw1l'#€rF*ah<)

ii*{Hfr) =*uFJ'J+-U &a>1+ )vi1>, *tit*+tr FFEiEit+-c^agafi rtEF.tti.d>afldfrfr. r

ii#+t-E+Fit*tbEp-+^Fr-tft*Ztfi-,z,ig:z---- e*-*lt#)fuR+1-Fr;6=&-AiFfrae,,s-ii\--
i--------------- ------------,X-!:t4-t.-F.EEi--3-(!E?2-f?F.',l1y--i2o



障害者支援施設等入所施設におけるたんの吸引・経管栄養に対する三―ズ (時間別)

○ 胃ろうによる栄養管理、経鼻経管栄養は、夜間の時間帯 (22:00～ 5:59)に おいても一定のニーズがある。
○ 吸引 (口因頭手前までの口腔内・鼻腔・咽頭より奥または気管切開)については、夜間の時間帯(22:00～ 5:59)に実施される

割合が高い。

(千 人)0 20 40 60 80 100 ■6:00-8:

服薬管理 (麻薬の管理を除く)

国9:00-16:59
□17:00… 19:59
□20:00… 21:59
■22:00‐ 5:

※実施人数は延べ人数   ※()内の人数については、「22:00-5:59」 の間の実施人数

資料出所)三菱UF」 リサーチ&コンサルティング株式会社「障害福祉サービスの質の向上を目指すための調査研究」

(千人)

胃ろうによる栄養管理
経鼻経管栄養

吸引 (1因頭手前までの口腔内)

吸引 (鼻腔 )

吸引 (咽頭より奥又は気管切開)

倉1傷処置
浣腸
摘便

じょく清の処置 (I度・Ⅱ度)

膀眺 (留置)カテーテルの管理
インスリン注射

疼痛管理 (麻薬の使用なし)

点滴
人工肛門 (ストーマ)のケア|                

ネブライザー

酸素療法 (酸素吸入)

気管切開のケア
人工呼吸器の観察

中心静脈栄養 (ポート(埋め込みタイプ)を含む)

持続モニターの管理 (心拍・血圧・酸素飽和度等 )

じょく癒の処置 (Ⅲ度・Ⅳ度 )

疼痛管理 (麻薬の使用あり)

導尿
麻薬の管理

その他

□6:00‐ 8:59

口9:00-16:59

□17:00… 19:59

□20:00-21:59

■22:00-5:59
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特別支援学校医療的ケア実施体制状況調査結果 (まとめ)

(1)対象幼児児童生徒数

区分

医療的ケアが必要な幼児児童生徒数(名 )

幼稚部 小学部 中学部 高等部 合計

通学生 45 2,551 1,223 1,142 4,961

訪間教育
(家庭 )

0 ０
０

仄
υ 276 217 1,080

所間教 育
(施設 )

0 173 81
И
■ 403

訪間教育
(病院 )

0 258 119 160 つ
０

民
υ

合計 45 3,569 1,699 1,668 6,981

在籍者数
(名 )※2

1,523 34,254 26,081 50,000 111,858

害lfき (%) 3.0% 104% 6.5% 33% 6.2%

※1高等部の専攻科は除く。

※2平成21年度学校基本調査による。

(2)行為別対象幼児児童生徒数

医 療 的 ケ ア 項 目 言十(4名 )

栄 養

● 経 管 栄 養 (鼻腔 に 留 置 さ れ て い る 管 か ら の /1人 , 2.355
● 経 管 宋 養 (胃 ろ つ リ 1,979
● 経 管 栄 養 (腸 ろ う ) 116
経 管 栄 養 (口 腔 ネ ラ トン 法 ) 99
IVH中 心 静 脈 栄 養 58

口手吸

● 口 腔 。鼻 腔 内 吸 引 (咽 頭 よ り手 前 ま で , 2.872
百西丁夏雇丙頭¬¬可藤薫両

~奥
め気道 ) 2,011

経 鼻 咽 頭 エ ア ウ ェ イ 内 吸 引 123
― レ よ り )か ら の 吸 引 1,813

気 管 切 開 部 の 衛 生 管 理 1.635
ネ ブ ライ ザ ー 等 に よ る薬 液 (気管 支 拡 張 剤 等 )の 吸 入 1.577

153
酸 素 療 法 978
人 工 呼 吸 器 の 使 用 720

排 泄 導 尿 (介助 ) 417
そ の 他 723
合 計 (延人 数 17,629
医 療 的 ケ ア カ 必 要 な 幼 児 児 童 生 徒 数 6.981

22
※ ● は 教 員 が 行 うことを 許 容 され て い る 医 療 的 ケ ア 項 目 で あ る 。

出典 :平成21年度特別支援学校医療的ケア実施体制状況調査

(平成21年 5月 1日 現在の状況)

(3)対象幼児児童生徒数・看護師数等の推移

対象等

年度

医療的ケア対象幼児児童生徒

看護師数 (名 ) 教員数 (名 )

在籍校数 (校 ) 幼児児童生徒数 (名 )

17年度 542 5,824 597 21769

18年 度 553 5,901 707 2,738

19年度 553 6,136 853 3,076

20年度 580 6,623 893 3,442

21年度 622 6,981 925 3,520



介護職員数の推移①

介護保険制度の施行後、介護職員数は大幅に増加している。

介護職員の実数の推移 (単位 :万 人 )

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

△
ロ
　
ユ副

計
54.9 66.2 75.6 88.5 100.2 112.5 118.6 124.2

>(126.2%)

常

勤

人数 35,7 40.9 45.0 51.7 59.3 65.7 70.0 74.1

害1合 65.1% 61.9% 59.6% 58.4% 59.1% 58.4% 59.0% 59,7%

非

常
勤

人数 19,2 25.2 30.6 36.8 40,9 46.8 48.6 5011

割合 34.9% 38.10/o 40.4% 41.6% 40.9% 41.6% 41.0% 40.3%

【参考】介護職員の常勤換算数の推移 (単位 :万 人 )

(資料出所 )厚生労働省「介護サービス施設 口事業所調査」

※「実数。平成19年・計」及び「常勤換算数・平成19年 」の( )内 は、平成12年からの伸び率。

※ 各年の介護サービス施設・事業所調査の数値の合計から算出しているため、年ごとに、調査対象サービスの範囲に相違があり、以下のサービスの介護職員に

ついては、含まれていない。                       ,
(訪問リハビリテーション:平成12～ 19年、通所リハビリテーション1平成12年、特定施設入居者生活介護 :平成12～ 15年、地域密着型介護老人福祉施設 :平成18年 )

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年

40,6 44.8 50.0 58.0 61.9 73.9 79.0 82.8

→   (103.9%)
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介護職員数の推移②
○ 居宅サービスに従事する介護職員数の伸びが高い。

○ 介護保険施設は常勤職員、居宅サービス事業所は非常勤職員の害」含が比較的高い。

介護職員の実数の推移 (サービス類型別) (単位 :万人 )

平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成 18年 平成19年

護

険

設

介

保

施

計
23.6 25.4 266 281 29.8 312 322 33.0

→     (56.60/0)

常勤
人数 211 22.4 23.3 245 259 268 27.3 27.7

割 合 89.2% 880% 8770/o 8710/0 86.7% 85,9% 848% 8400/0

非常勤
人数 2.5 3.0 33 36 4.0 44 4:9 53

割合 108% 120% 123% 12.9% 133‐% 141% 152% 160%

居宅

サービス

事業所

計
31.3 408 49,0 604 70.4 812 743 76.8

-> (45.7o/o)

常 勤

人数 14.7 18.6 217 27.2 334 388 34.2 364

割合 46.9% 45.6% 44.4% 4510/0 47.5% 478% 460% 47.4%

ブト常1勤

人数 167 22.2 273 332 3710 42.2 401 40.4

割合 53110/o 544% 5560/0 54,90/0 52150/0 52.2% 540% 52.60/o

地域密

着型
サービス

計
122 143

常勤
人数

86 99

割合
70.4% 694%

非常勤
人数

316 414

割合
29:6% 30:6%

(資料出所 )厚生労働省「介護サービス施設 口事業所調査」

※ 平成19年の( )内は、平成12年 からの伸び率。なお、「平成12年の居宅サービス」から「平成19年の居宅サービス・地域密着型サービス」の伸び率は、1911%。

※ 各年の介護サービス施設・事業所調査の数値の合計から算出しているため、年ごとに、調査対象サービスの範囲に相違があり、以下のサービスの介護職員に

ついては、含まれていない。

(訪問リハビリテーシヨン:平成12～ 19年、通所リハビリテーション:平成12年、特定施設入居者生活介護 :平成12～ 15年、地域密着型介護老人福祉施設 :平成18年 )
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介護保険制度関係の介護従事者の資格
(訪間介護員の場合のイメージ図)(訪間介護員の場

<国家資格>

L_… …“_∫生閣倉善塁(ホームヘルパー)養成研修3級課程      l
― ― ― ― ― ― ― … … "“ "― … … … … … ―・ ― ― ― ―・ 口・ 」

(資料)全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 (平成22年 3月 5日 )に基づき作成

H24.3に養成

終了予定。介

護職員基礎研

修に一本化の

予定。

H22.4～

介護報酬

算定外 25

<上級レベル>

<中級レベル> 訪間介護員 (ホ
ロ
ltil11°

‐
) 養威研修 1級課程

サービス提供責任者

<初級レベル>
訪問介護員 (ホ

ロム倒lll°
‐)養成研修 2級課程

訪間介護員(新人)等



介護福祉上について

:1概要

介護福祉士は、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく名称独占の国家資格であり、介護福祉
士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日

常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその

介護者に対して介護に関する指導を行うことを業としている。

2資格取得方法

次の2つの方法がある6

① 厚生労働大臣が指定した養成施設を卒業する方法(平成24年度から、介護福祉士国家試
験に合格することが必要になる予定)

② 3年以上介護等の業務に従事した者等が介護福祉士国家試験に合格する方法

3資格者の登録状況

811,440人 (平成21年 9月 末現在)
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介護福祉士の受験資格を得るための
教育課程のカリキュラム (現行)

①養成施設ルートの場合 ②福祉系高校ルートの場合
(2年間で1,800時間。高卒以上等が対象。) (3年間で1,820時間。)

領 域 教育内容 時間数

人

間

と

社

会

人間の尊厳と自立 30以上

人間関係とコミュニケーション 30以上

社会の理解 60以上

※上記必修科目のほか、人間と社会

に関する選択科目

小計 240

介

護

介護の基本 180

コミュニケーション技術 60

生活支援技術 300

介護過程 150

介護総合演習 120

介護実習 450

小計 1260

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の

し
く
み

発達と老化の理解 60

認知症の理解 60

障害の理解 60

こころとからだのしくみ 120

小計 300

合計 1800

領域 教育内容 時間数

人

間

と

社

会

社会福祉基礎 140

※ 上記必修科目のほか、人間
と社会に関する選択科目

140

小計 240

介

護

介護福祉基礎 175

コミュニケーション技術 70

生活支援技術 315

介護過程 140

介護総合演習 105

介護実習 455

小計 1260

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の

し
く
み

こころとからだの理解 280

小計 280

合計 1820
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訪間介護員 (ホームヘルバー)1級研修課程

区分 科  目 時間数 備  考

織

老人保健福祉に係る制度及びサービスに関する講義 10時間 演習を行う。

障害者福祉に係る制度及びサービス並びに社会保障制度に関する講

義
7時間 演習を行う。

社会保障制度に関する講義 3時間

介護技術に関する講義 28時間 事例の検討に関する講義は4時間以上

主任訪間介護員が行う他の保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との連携等に関する講義
20時間 事例の検討に関する講義を行う。

医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義 16時間

演

習

居宅介護支援に関する演習 6時間

介護技術に関する演習 30時間

処遇が困難な事例に関する演習 20時間

福祉用具の操作法に関する演習 6時間

実

習

介護実習 76時間

認知症の症状を呈する老人等に対する介護実習、主任訪間介護員
が行う他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連

携等に関する実習、老人デイサービスの業務に関する実習、訪間看

護に関する実習及び地域包括支援センター又は老人介護支援セン

ターの業務に関する実習並びに実習終了後の事例報告の検討を行

う。

福祉事務所、保健所等の老人保健福祉に係る公的機関の見学 8時間

△
ロ 計 230昨争FEn

※ホームヘルバー 1級研修課程を受講するためには、 2級の修了が条件 (合計 360時 間を履修することになる) 28



訪間介護員 (ホームヘルバー)2級研修課程

区分 科  目 時間数 備  考

|■|

|:|■■|■ |

社会福祉の基本的な理念及び福祉サービスを提供する際の基本的な

考え方に関する講義
6時間

老人保健福祉及び障害者福祉に係る制度及びサービス並びに社会保

障制度に関する講義
6時間

訪間介護に関する講義 5時間 訪間介護員の職業倫理に関する講義は2時間以上

老人及び障害者の疾病、障害等に関する講義 14時間

介護技術に関する講義 11時間 事例の検討に関する講義は4時間以上

家事援助の方法に関する講義 4時間

相談援助に関する講義 4時間

医学等の関連する領域の基礎的な知識に関する講義 8時間

演

習

福祉サービスを提供する際の基本的な態度に関する演習 4時間

介護技術に関する演習 30時間

訪間介護計画の作成等に関する演習 5時間

レクリエーシヨンに関する演習 3時間

実
|

習

介護実習 24時間
特別養護老人ホーム等における介護実習及び訪間介護に関する実

習を行う。

老人デイサービスセンター等のサービス提供現場の見学 6時間

計
△
ロ 130時間
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介護職員基礎研修課程

区分 科  目 時間数 備 考

騨 |

籠

生活支援の理念と介護における尊厳の理解 30時間

講義と演習を一体的に実施する。

老人、障害者等が活用する制度及びサービスの理解 30時間

老人、障害者等の疾病、障害等に関する理解 30時間

認知症の理解 30時間

介護におけるコミュニケーションと介護技術 90時間

生活支援と家事援助技術 30時間

医療及び看護を提供する者との連携 30時間

介護における社会福祉援助技術 30時間

生活支援のためのアセスメントと計画 30時間

介護職員の倫理と職務 30時間

実

習 介護実習 140時間

実習を行う前に事前演習を行い、実習終了後は事後演習を行う。

実習は、施設等に関する実習、通所及び小規模多機能型サービス

に関する実習、訪間介護員に関する実習並びに地域の社会資源に

関する実習を行う。

△
目 計 500時間

※ホームヘルバー研修修了者は、一定の要件により受講科目を免除 30



今後の介護人材養成の在り方に関する検討会について

1.趣旨

介護福祉士の資格取得方法については、その資質向上を図る観点から、平成19年に法改正を行い、実務経
験ルート (改正前は実務3年十国家試験)に 6月 (600時間)以上課程を新たに義務付け、平成24年度より
施行することとしたところ。

しかしながら、これによる資質向上が期待される一方、現在の介護分野においては、離職率が高<、 地1或

によっては人手不足が生じているなどの課題があり、介護人材の量的な確保に向けた見直しが必要との意見
がある。

以上を踏まえ、資質向上と量的確保が可能な限り両立されるよう、介護分野の現状に即した介護福祉土養
成の在り方について検討を行うとともに、介護職員全体のキャリアラダー構築に資するため、介護人材養成

1 の今後の具体像も併せて検討を行う。

2.検討項目

(1)今後の介護人材養成の基本的な方向1生

(2)現場における介護職員の現状と介護職員へ期待される役害」

(3)実務経験ルートにおける養成課程 (600時間課程)について

(4)介護福祉士と他の研修制度との関係

(5)介護人材のキャリフアップの仕組みの具体的な在り方

3.開催状況

第 1回検討会  3/29
第2回検討会  4/26
第3回検討会  6/28
→ 今後は、7月を目途に中間まとめ、年内を目途に

最終まとめを予定

4.検討会の構成

→ 別紙のとおり
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(別紙)

今後の介護人材養成の在り方に関する検討会委員名簿

1 石橋 真三     社団法人日本介護福祉士会会長

因  利恵     日本ホームヘルバー協会会長

1 河原 四良     ∪|ゼンセン同盟日本介護クラフ トユニオン会長

川原 秀夫     全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会理事長

‐ 北村 俊幸     一般社団法人日本在宅介護協会研修広報委員会副委員長

◎ 駒村 康平     慶應義塾大学経済学部教授

是枝 祥子     大妻女子大学人間関係学部人間福祉学科教授

田中 博―     社団法人日本介護福祉主養成施設協会副会長

中尾 辰代     全国ホームヘルパー協議会会長
1馬 袋 秀男     民間事業者の質を高める一般社団法人全国介護事業者協議会理事長

樋□ 恵子     NPO法 人高齢社会をよ<する女性の会理事長

平川 博之     社団法人全国老人保健施設協会常務理事

廣江 研      全国社会福祉施設経営者協議会介護保険事業経営委員長

藤丼 賢一郎    日本社会事業大学専門職大学院准教授

堀田 聰子     東京大学社会科学研究所特任准教授        `
桝田 和平     公益社団法人全国老人福祉施設協議会介護保険委員会委員長

山田 尋志     NPO法 人介護人材キャリア開発機構理事長

(◎ :委員長 )
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看護師の受験資格を得るための教育課程のカリキュラム

科 目
単位数

講義 実習 計

基
礎
分
野

科学的思考の基盤

13 13

人間と生活・社会の理解

専

門

基

礎

分
野

人体の構造と機能

15 15疾病の成り立ちと回復
の促進

健康支援と社会保障制
度

6 6

専
門
分
野
Ｉ

基礎看護学 10 10

臨地実習 3 3

基礎看護学 3 3

※13年課程のカリキュラムの場合。

※23年課程の看護師学校・養成所への入学は高卒以上等の者が対象。

※3 演習及び校内実習は講義に含まれる。

※4 1単位の授業時間数は、講義については15時間～30時間、

臨地実習については45時間。

科 目
単位数

講義 実 習 計

専

門

分

野

Ⅱ

成人看護学 6 6

老年看護学 4 4

小児看護学 4 4

母性看護学 4 4

精神看護学 4 4

躇地実習 16 16

成人看護学 6 6

老年看護学 4 4

小児看護学 2 2

母性看護学 2 2

精神看護学 2 2

統
合
分
野

在宅看護論 4 4

看護の統合と実践 4 4

臨地実習 4 4

在宅看護論 2 2

看護の統合と実践 2 2

合計 74 23 97
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准看護師の受験資格を得るための教育課程のカリキュラム

※1准看護師学校口養成所への入学は中卒以上等の者が対象。

※2教育課程は2年以上のカリキュラムとされている。

※3演習及び校内実習は講義に含まれる。

科 目
時間数

講義 実習 計

専
門
科
目

基礎看護 315 315

看護概論 35 35

:基礎看護技術 210 210

:臨床看護概論 70 70

成人看護
210 210

老年看護

母子看護 70 70

精神看護 70 70

臨 也実習 735 735

基礎看護 210 210

成人看護
385 385

老年看護

母子看護 70 70

精神看護 70 70

合計 1,155 735 1,890
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医療・介護分野全体の人材の見通し

2025年には、必要となる医療・介護分野全体の人材数は、労働力人口の 1害」前後になると見込まれる。

生産年齢人口、労働力人口t必要となる医療・介護分野全体

の人材数の見通し(試算)

労働力人口に占める医療・介護分野全体
(万人) (万人)

の人材の割合
10′000

8,000

(資料出所)国立社会保障 。人□問題研究所「日本の 1詈 来推計人□(平成48(2006)年 12月 推計)」

雇用政策研究会「労働力人□の見通し(平成19年 12月 )」 、社会保障国民会議「医療・

介護費用のシミュレーション」、総務省「労lll力 調査」、「人□推計」、厚生労lll省

「介護サービス施設・事業所調査」

注)2025年の生産年齢人□は出生中位 (死亡中位)推計の値。労働力人□は20」 7年から2030年

の「労働市場への参加が進んだケース」と「進まないケース」が平均的に減少すると仮定して

試算したもの。2025年の医療・介護分野全体の人材数は、社会保障国民会議の Aシ ナリオ～

B3シナリオの値。

200

Ａ
υ

ハ
Ｕ

2007   2025

生産年齢人口

(左 目盛)

2007  2025

労働力人口

(左 目盛)

2007   2025

必要となる医療J介護

分野全体の人材数

(右 目盛)

l翌」`ミ《15%減
6′ 6696′

:20程度

約43～ 78%渭  |

2007年 2025年

医療・介護分野

全体の人材数
385万人 551⌒ン684万人

労働力人□ 6,669万人 5,820～6,320万人

害」含 5.8% 8,7～ 11.8%
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マンパワーの必要量のシミュレーション
(「社会保障国民会議における検討に資するために行う医療 0介護費用のシミュレーション」より)

(注 1)実数の見込みを示したものである。

(注 2)医師・看護職員・医療その他職員の非常勤の割合については、現行から変動する可能性があるので、5%程度幅のある推計値となっている。

(注 3)医師及び看護職員については、病棟については病床当たりの職員配置を基本に配置増を織り込んで推計し、外来については患者数の伸びに比例させて

推計した。また、在宅の看取リケアの体制強化を一定程度見込んだ。さらに、急性期や亜急性期口回復期等の病床に勤務する医師及び看護職員について
|は、役割分担による負担軽減を見込んでいる。医師については、他の職種との役割分担により、Blシナリオでは10%、 B2・ B3シナリオでは20%業務量

が減ることを見込んだ(平成19年度厚生労働科学研究「質効率向上と職業間連携を目指した病棟マネジメントの研究」を踏まえて計算)。 看護職員につい

i  ては、医師の業務を分担する分と、他の職員に分担してもらう分とが相殺すると仮定した。

(注4)介護職員は施設・居住系については利用者数の伸びを、在宅については利用額の伸びにより推計。Bシナリオでは施設のユニット化推進による職員増を

見込むとともに、訪問介護員については非正社員(1月 の労働時間617時間)が介護職員の非正社員 (1月 の労働時間1209時間)並みに勤務すると仮定

して推計している。((財)介護労働安定センター「平成19年度介護労働実態調査」による。)

(注 5)医療その他職員には、病院・診療所に勤務する薬剤師、OT,PTなどのコメディカル職種、看護ネ甫助者、事務職員等が含まれる。

(注 6)介護その他職員には、介護支援専門員、相談員、OT,PTなどのコメディカル職種等が含まれる。 ①

|:

2025生
「

凝
| B2シナリオ B3シナリオ

医師 27.5万人 32. 9万人

～  34.3万人

31.7万人

～  33.1万人

32.1万 人

～  33.5万 人

32.7万 人

～  34.1万 人

看護職員 132.2万人 169.6万人

～ 176.7万人

179.7万人

～ 187.2万人

194.7フラノk
～ 202.9万 人

198. 0万 人

～ 206.4万 人

介護職員 117.2万人 211.7万人 250. 1万人 255。 2万 人 255.2万人

医療その他職員 78.1万 人 83.4万人
～  87.6万人

94. 5万人
～ 99。 1万人

108.1万人

～ 113.5万 人

109.6万 人

～ 115.1万人

介護その他職員 30.0万人 53. 5万人 71.8万 人 73.6万人 73.6万 人

合計 385.0万 人 551.1万 人

～ 563. 8万 人

627. 8万人

～ 641.3万人

663.7万人

～ 678.7万 人

669. 1万 人

～ 684.4万 人



「特別支援学校における医療的ヶアに関する基礎資料」 (抜粋)

平成21年 7月 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課

´      特別支援学校における医療的ケア実施体制について

特別支援学校 (以 下 「学校」 とい う。)に お ける 日常的 。応急的手当 (い わゆる

「医療的ケア」)の 対応 に当たつては、次 のよ うな条件が整 った学校 で行 うこ とが

望ま しい。

(1)学校における体制整備

0 学校長が最終的な責任 を持って安全の確保のための体制の整備 を行 うため、

学校長の統括の下で、養護教諭、実施教員等の関係者か らなる校 内委員会 が設

置 されていること。

② 看護 師資格のある者 (以 下 「看護師Jと い う。)が適正に配置 され 、幼児児

童生徒 (以 下 「児童生徒等」 とい う。)に対す る個別の医療環境 に関与す るだ

けでな く、上記校内委員会への参加 など学校内の体制整備 に看護 師が関与す る

ことが確保 され ること。

③ 医療的ケアを学校が対応す る場合 は、保護者の理解及び同意 が前提条件 であ

ること。

④ 医療的ケアが必要な児童生徒等 については、主治医又 は主治 医の承認の下に

学校 が依頼 した指導医 (以 下 「主治医等」 とい う。)に よる医療面 の管理 体制

が整 つていること。

⑤ 学校 内には、対象 となる児童生徒等がいる時間は看護師を 1名 以上常駐 させ

ること。

医療的ケアは看護師による対応 を優先 させることを原則 とす ること。

医療的ケアは、その性格 上、対象 となる児童生徒等の健康状態 、医師等 の健

康診断の下に適切 な医療的管理体制が必要 となること。

⑥ 万一異常が生 じた場合 に、主治医等及び保護者 との連絡 を円滑に行 うことが

できるよ うにす ること。

⑦ 教員 が 日常的 。応急 的手 当を行 う場合 、当該行為は緊急時 を除 き、対象 とな

る児童生徒等 に限 り認 め られた ものであることを当該教員に対 して認識 させ る

とともに、非医療関係者が行 うことにかんがみ、教員の十分 な理解 を得 るよ う

にす ること。

③ 医療的ケアを学校 が看護師や教員 に行 わせることに関す る保護者や主治医、

その他外部の関係者 とのや りと りは、校長名 の文書で行 うこと。

⑨  ヒヤ リハ ッ ト事例の蓄積・分析 な ど、主治医等や看護師の参加 の下で、定期

的な実施体制の評価 、検証 を行 うこと。            ´
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⑩ 緊急時の対応の手順があらか じめ定められ、その訓練が定期的なされている

こと。

① 校内感染の予防等、安全・衛生面の管理に十分留意すること。

(2)地域における体制整備

① 医療機関、保健所、消防署等地域の関係機関との 日頃からの連絡体制が整備

されていること。

② 都道府県教育委員会等においては、総括的検討・管理が行われ る体制の整備

が継続的になされていること。

(3)主治医との関係

① 健康状況について十分把握できるよう、事前に主治医から対象 となる児童生

徒等に関する病状について説明を受けておくこと。

② 看護師が書面による必要な指示を主治医から受けていること。また、教員が

日常的・応急的手当を行 う場合については、主治医がそのことを書面により同

意 していること。なお、定期的または適宜、主治医との間で当該児童生徒等に

関 して連絡を取 り合 うこと。

③ 事前に 当該行為にっいて、主治医から十分説明を受けていること。

④ 当該行為の結果について、主治医に定期的に報告すること。

⑤ 万一異常が認められた場合、主治医に速やかに連絡をとり、その指示の下に

適切な対応をとること。

(4)保護者 との関係
'

① 看護師及び教員による対応に当たつては、医療的ケアの実施を学校に依頼す

る旨の保護者からの申請を書面で提出させ ること。

② 前項の申請は、看 .~3師及び教員の対応能力には限 りがあることを学校が保護

者に対 して十分説明の上、保護者がこの点について正 しく理解 していることが

前提であること。

③ 健康状況について十分把握できるよう、事前に保護者から対象 となる児童生

徒等に関する病状についての説明を受けておくこと。

④ 対象 となる児童生徒等の病状について、当該児童生徒等が登校する日には、

連絡帳等により、保護者 との間で十分に連絡を取 り合 うこと。

⑤ 万一異常が認められた場合、保護者に速やかに連絡をとり、対応について相

談すること。
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⑥ 医療的ケア を学校が行 うことについて、書面によ り対象 となる児童生徒等の

保護者の同意 を得ていること。

(5)事前の一般的研修

学校が 日常的 。応急的手当を教員に行わせるに当たつては、学校は当該教員

に日常的 。応急的手当のための一般的研修を受けさせること。その際、日常的 。

応急的手当の各行為についての一般的なマニュアルが作成 され適宜更新 されてい

ること。なお、看護師も、必要に応 じ、当該研修を受けるようにすること。

(6)当該児童生徒等に係る日常的 。応急的手当の研修

① 学校が教員に対 して日常的・応急的手当を行わせ るに当たっては、主治医等

の行 う当該児童生徒等に対する日常的・応急的手当の研修を、当該児童生徒等

の保護者の立ち会いの上、受けさせること。なお、看護師も当該研修を受ける

こと等により、当該児童生徒等の病状及び個別的な留意点の把握に努めること。

② ①の研修は、主治医等が、当該研修の結果当該教員が 日常的 。応急的手当を

行 うことが可能 と判断した場合に、これを修了する。

③ 学校は、主治医等から、①の研修により研修を受けた教員が、日常的 。応急

的手当を行 うことが適当であるかどうかの意見の提出を受けること。

④ ①の研修に際 して、教員は、主治医等の指導の下、 (5)の 一般的なマニュ

アルに当該児童生徒等に関する留意点を加えた当該児童生徒等に係 るマニュア

ルを作成 し、主治医の承認を得ること。なお、マニユアルは、主治医等の判断

により、チェックリス トの形式をとることも認められること。

※  (5)及 び (6)の 具体的な研修内容については、別添を参考とすること。

(7)医療的ケアの実施          ′

看護師が対応す る場合

① 看護師による対応 に当たつては、看護師は、主治医から当該児童生徒等に関

する書面による必要な指示を受けること。

② 保護者は、当該児童生徒等が登校する日には、その日の当該児童生徒等の病

状及び医療的ケアを希望する旨記載 した連絡帳を作成 し、当該児童生徒等に持

たせること。

③ 看護師は、②の連絡帳を当該児童生徒等の登校時に確認すること。

④ 看護師は、実施の際、特に気付いた点を連絡帳に記録すること。

⑤ ①の書面及び②の連絡帳は、学校に保管すること。

‐
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⑥ 看護師は主治医等に対 して、連絡帳に基づいて定期的な報告を行 うこと。

⑦ 万一異常があれば直ちに中止 し、保護者及び主治医等に連絡 し、必要な応急

的措置をとること。

教員が 日常的・応急的手当を看護師との連携の下に対応する場合

① 教員による日常的・応急的手当の実施に当つては、看護師は、主治医か ら当

該児童生徒等に関する書面による必要な指示を受け、看護師の具体的指示の下

に進めること。

② 初めて教員が 日常的 。応急的手当を行 う場合は、看護師が立会 うこと。また、

必要に応 じあらかじめ看護師に相談 し、又はその指導を求めること。

③ 保護者は、当該児童生徒等が登校する日には、その 日の当該児童生徒等の病

状及び 日常的 。応急的手当を希望する旨記載 した連絡帳を作成 し、当該児童生

徒等に持たせること。

④ 教員は、③の連絡帳を当該児童生徒等の登校時に確認すること。連絡帳に保

護者から病状に異常があると記載 されている場合は、 日常的・応急的手当を行

う前に、看護師に相談すること。

⑤ 教員は、個別マニュアルに則 して、日常的 。応急的手当を実施するとともに、

実施の際、特に気付いた点を連絡帳に記録すること。

⑥ ①の書面及び③の連絡帳は、学校に保管すること。

⑦ 教員は主治医等に対 して、連絡帳に基づき定期的な報告を行 うこと。

③ 万―異常があれば直ちに中止 し、看護師の支援を求めるとともに、保護者及

び主治医等に連絡 し、必要な応急措置をとること。

(8)主治医の定期的医学管理

保護者は、定期的に当該児童生徒等の主治医に診察させ、適切な指示を受ける

こと。               .

【注意】この資料は,平成17年度「盲・聾・養護学校における医療的ケア実施体常1整備事業」実施要

項において示した実施体制整備のガイドラインである。

平成10年度から実施してきた「養護学校等における医療的ケアモデル事業」の成果を引き継ぎ,

平成16年 10月 に厚生労働省医政局長通知において,一定の条件のもとに教員によるたんの吸引等ヘ

の関与が許容されたことを踏まえて見直されたものである。

※ 1 原文は,盲・ 聾・養護学校
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(別  添 )

日常 的 口応 急 的 手 当 に 対 応 す る教 員 に 対 す る研 修

看護師 との連携 により、 日常的 。応急的手 当に対応す る教員に対す る研修 は以下

を基本 として実施 され ることが適当であるが、具体的内容 は、教員 が現 に有す る知

識や技能、児童生徒等の障害の状態等を考慮 し、専門家等の意見をもとに各 自治体

において個別に判断 され ること。

記

1.研修の内容

研修の内容は、以下の一般研修及び個別研修で構成 され るものであること。

(1)一般研修

①基礎分野

児童生徒等の身体の成長・発達及び医療的ケアが必要 となる疾患・障害に関

す る基礎 を理解す る とともに、児童生徒等の健康状態の観察方法及び異常が生

じた際の緊急対応の基礎 (救急蘇生法を含む。)を修得す るもの。

②専門分野

日常的・応急的手 当に関す る一般理論 を理解す るとともに、基本的手段 (異

常が生 じた際の緊急対応 を含む。)を修得す るもの。

(2)個別研修

医療的ケアが必要な個 々の児童生徒等について、その身体状況及び医療的ケ

アの実施 に際 しての留意事項を理解す るとともに、当該児童生徒等 に対す る個

別的な手技 (異常が生 じた際の緊急対応 を含む。)を修得す るもの。

2.研修の実施

研修の実施 に当たつては、以下に留意す るものであること。

(1)研修プログラムの作成

研修を実施す る教育委員会又は学校において、研修プログラムを作成すること。

(2)学校医や専門団体の協力の確保

研修プログラムの作成、研修の実施及び事後評価の各段階を通じて、学校医
や地域の医師会等の専門団体の協力を得 ること。

(3)保護者及び主治医等の同意の確保

児童生徒等に対す る実際の手技 を伴 う研修 に当たつては、保護者及び主治医

等 と事前に十分 な協議 を行い、その同意 を得 ること。

(4)一般研修 にお ける基本的手技の確実な修得

一般研修において人形等を用 いて基本的手技の研修 を実施す る際には、結果

の評価 を行 つた上で、必要 と認 め られ る場合には研修時間を延長す るな どによ

り、確実に手技 を修得 させ ること。

(5)個別研修 における保護者及び主治医等の立ち会い

個別研修は、保護者及び主治医等 の立ち会いの もとに実施 し、異常が生 じた

際における緊急対応 に万全 を期す ること。
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16国文科初第 43号
平成 16年 10月 22日

鳥雲 臨 需 雛 殿
関 係 都 道 府 県r知 事  ′

文部科学省初等中等教育局長

銭  谷  員

盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて

このたび,厚生労働省の「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律

学的整理に関する研究 (平成 16年度厚生労働科学研究費補助事業)J(座長 :樋 ロ

範雄東京大学教授、主任研究者 :島崎謙治社会保障 。人口問題研究所長)において ,

これまでの医療的ケアに関するモデル事業等の成果を踏まえ,盲学校っ聾学校及び養

護学校 (以下「盲・聾 。養護学校Jと い う。)における医療のニーズの高い幼児児童

生徒に対するたんの吸引,経管栄養及び導尿 (以下「たんの吸引等」どいう。)につ

いての医学的 。法律学的な整理に関する報告書がとりまとめられたことを受け,厚生

労働省医政局長から文部科学省初等中等教育局長に対 して別添 1の とおり通知が発出
されま した。                    `
同通知において,看護師の適正な配置など医療安全の確保が確実になるような一定

の条件が示されるとともに,当該条件が満たされれば,教員によるたんの吸引等を盲
・ 聾・養護学校全体に許容することはやむを得ないとの整理が示されました。

つきましては,本件について御了知の上,域内の関係市教育委員会,所管又は所轄

の盲・ 聾・養護学校及び学校法人への周知を図るとともに,適切に対処くださるよう

お願いします。

特に,各教育委員会におかれては,衛生主管部局との連携を図り,たんの吸引等が

安全に行われるため,看護師の適正な配置や医学的な管理などの体制整備に努めてい

ただくようお願いします。

なお,厚生労働省医攻局長から各都道府県知事 (衛生主管部局)に対して,男U添 2の
とお り協力依頼を行つていることを申し添えます。  、

また,「養護学校におけるEXI療的ケアに関するモデル事業」の委嘱を受けている道

府県教育委員会においては,同事業の実施に当たつてもこの取扱いによることとなる

ので御留意願います。

(本件連絡先 )

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課振興係

llEL 0 3-5253-4111(内 線 3192)
03-6734-3192

FAX 0 3-6734-3737
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Vゴ ll'
(月リタ尽1)

医 政 発 第 1020008号

平成 16年 10月 20日

文部科学省初等中等教育局長 殿

厚生労働省医政局

盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて

「在宅及び養護学校における日常的な医療の医学的・法律学的整理に関する

研究 (平成 16年度厚生労働科学研究費補助事業)J(座長 :樋口範雄東京大学

教授、主任研究者 :島崎謙治社会保障 。人日問題研究所副所長)は、貴省が平

成 10年度から平成 14年度まで実施した「特殊教育における福祉 。医療等と

の連携に関する実践研究」及び平成 15年度から実施している「養護学校にお

ける医療的ケアに関するモデル事業」 (以下「モデル事業等」という。)の成果

を踏まえ、医師又は看護職員の資格を有しない教員が、看護師との連携・協力

の下に盲学校・聾学校及び養護学校 (以下「盲・聾 。養護学校」という。)にお

ける医療のニーズの高い幼児児童生徒 (以下「児童生徒等」という。)に対する

たんの吸引、経管栄養及び導尿 (以下「たんの吸引等」という。)を行うことに

ついて医学的 0法律学的な観点から検討を行い、このほど別添のとおり報告書

をとりまとめた。

報告書では、盲・聾・養護学校へ看護師が常駐し、教員等関係者の協力が図

られたモデル事業等において、医療安全面・教育面の成果や保護者の心理的・

物理的負担の軽減効果が観察されたこと、必要な医行為のすべてを担当できる

だけの看護師の配置を短期間に行うことには困難が予想されることから、看護

師を中心としながら教員が看護師と連携・協力して実施するモデル事業等の方

式を盲・聾・養護学校全体に許容することは、看護師の適正な配置など医療安

全の確保が確実になるような‐定の要件の下では、やむを得ないものと整理さ

れている。

上記報告書を受け、当職としても、下記の条件が満たされていれば、医師又

は看護職員の資格を有しない教員によるたんの吸引等を盲・聾・養護学校全体

に許容することはやむを得ないと考えるので、適切な医学管理の下に盲・聾 0

養護学校においてたんの吸引等が行われるようご配慮をお願いしたい。

躍
饉
離

職
鵬
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なお、上記報告書では、貴省及び当省が密接に連携し、盲・聾・養護学校に

おける看護師の適正配置など体制整備の状況を継統的に点検し、それ らの水準

の維持・ 向上のための方策を探るべきとも言及されているところであり、今後

とも貴職のご協力をお願いしたい。

記

医師又は看護職員の資格を有 しない教員によるたんの吸引等の実施を許容する

ための条件

I たんの吸引、経管栄養及び導尿の標準的手順と、教員が行うことが許容さ

れる行為の標準的な範囲

たんの吸引、経管栄養及び導尿について、文部科学省のモデル事業等におけ

る実績と現在の医学的知見を踏まえると、看護師 )が当該盲・聾・養護学校に配

置されていることを前提に、所要の研修を受けた教員が行うことが許容される

行為の標準的な範囲は、それぞれ以下の通 りである。しかし、いずれの行為に

あっても、その処置を行うことが適切かどうかを医療関係者が判断し、なおか

つ、具体的手順については最新の医学的知見 と、当該児童生徒等の個別的状況

を踏まえた医療関係者の指導・指示に従 うことが必要であり、緊急時を除いて

は、教員が行 う行為の範囲は医師の指示の範囲を超えてはならない。

1 たんの吸引  ´

(1)標準的な手順

① 深く入りすぎないようにあらかじめチュープを挿入する長さを決めて

おく。

② 適切な吸引圧で、吸引チュープを不潔にしないように、吸引する。

③ 咽頭にある痰を取り除くには、鼻腔から吸引チュープを挿入して吸引

した方が痰を取り除きやすい場合もある。          /
④ その場合、鼻腔粘膜などを刺激して出血しないようにチュープを入れ

る方向等に注意しながら挿入する。

(2)教員が行うことが許容される標準的な範囲と看護師の役割

① 咽頭より手前の範囲で吸引チュープを日から入れて、日腔の中まで上

がってきた痰や、たまっている唾液を吸引することについては、研修
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゛

を受けた教員が手順を守って行えば危険性は低く、教員が行っても差

し支えないものと考えられる。

② 鼻からの吸引には、鼻腔粘膜やアデノイ ドを刺激しての出血が、まれ

ではあるが生じうる。また、鼻や日からの、咽頭の奥までの吸引を行

えば、敏感なケースでは嘔吐・咳込み等の危険性もある。したがつて、

鼻からの吸引や、日から咽頭の奥までの吸引は、「一般論として安全

である」とは言い難い。しかし、鼻からの吸引は、児童生徒等の態様

に応じ、吸引チュープを入れる方向を通切にする、左右どちらかのチ

ュープが入りやすい鼻からチュープを入れる、吸引チュープを入れる

長さをその児童生徒等についての規定の長さにしておく、などの手順

を守ることにより、個別的には安全に実施可能である場合が多い。以

上の点を勘案すると、教員は、咽頭の手前までの吸引を行うに留める

ことが適当であり、咽頭より奥の気道のたんの吸引は、看護師が担当

することが適当である。

2 経管栄養 (胃 ろう。腸ろうを含む)

(1)標準的な手順

① 鼻からの経管栄養の場合には、既に留置されている栄養チュープが胃に

挿入されているか注射器で空気を入れ、胃に空気が入る音を確認する。

② 胃ろう。腸ろうによる経管栄養の場合には、び爛や肉芽など胃ろう・腸

ろうの状態に問題がないことの確認を行う。

③ 胃・腸の内容物をチュープから注射器でひいて、性状と量を確認、胃や

腸の状態を確認し、注入内容と量を予定通りとするかどうかを判断する。

④ あらかじめ決められた注入速度を設定する。

⑤ 楽な体位を保持できるように姿勢の介助や見守りを行う。

⑥ 注入終了後、微温湯を注入し、チュープ内の栄養を流し込む。

(2)教員が行うことが許容される標準的な範囲と看護師の役割

① 鼻からの経管栄養の場合、栄養チュープが正確に胃の中に挿入されてい

ることの確認は、判断を誤れば重大な事故につながる危険性があり、看

護師が行うことが適当である。

② 胃ろう。腸ろうによる経管栄養は、鼻からの経管栄養に比べて相対的に

安全性が高いと考えられるが、胃ろう。IIIろ うの状態に問題のないこと

の確認は看護師が行うことが必要である。

③ 経管栄養開始時における胃腸の調子の確認は、看護師が行うことが望ま
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しいが、開始後の対応は多くの場合は教員によつても可能であり、看護

師の指示の下で教員が行うことは許容されるものと考えられる。

3 導尿

(1)標準的な手順

① 全手順を通じ、身体の露出を最小限とし、プライバシーの保護に努め

る。

② 尿道口を消毒薬で清拭消毒する。

③ カテーテルが不潔にならないように、尿道口にカテーテリレを挿入する。

④ カテーテルの挿入を行うため、そのカテーテルや尿器、姿勢の保持等

の補助を行う。

⑤ 下腹部を圧迫し、尿の排出を促す。

⑥ 尿の流出が無くなってから、
・
カテーテルを抜く。

(2)教員が行うことが許容される標準的な範囲と看護師の役割

○ 尿道日の清拭消毒やカテーテルの挿入を本人が自ら行うことができな

い場合には、看護師が行う。

○ 本人又は看護師がカテーテルの挿入を行う場合には、尿器や姿勢の保

持等の補助を行うことには危険性はなく、教員が行つても差し支えない

ものと考えられる。

Ⅱ 非医療関係者の教員が医行為を実施する上で必要であると考えられる条件

1 保護者及び主治医の同意

① 保護者が、当該児童生徒等に対するたんの吸引等の実施について学校に

依頼し、学校の組織的対応を理解の上、教員が当該行為を行うことにつ

いて書面により同意していること

② 主治医が、学校の組織的対応を理解の上、教員が当該行為を行うことに

ついて書面により同意していること

2 医療関係者による的確な医学管理

③ 主治医から看護師に対し、書面による必要な指示があること       ^
④ 看護師の具体的指示の下、看護師と教員が連携・協働して実施を進める

' 
こと
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⑤ 児童生徒等が学校にいる間は看護師が学校に常駐すること

⑥ 保護者・主治医〕0看護師及び教員の参加の下、医学的管理が必要な児童       ・

生徒 ごとに、個別具体的な計画が整備されていること

3 医行為の水準の確保

⑦ 看護師及び実施に当たる教員が必要な知識 。技術に関する研修を受けて

いること

③ 特定の児童生徒等の特定の医行為についての研修を受け、主治医"が承認

した特定の教員が実施担当者となり、個別具体的に承認された範囲で行

うこと

⑨ 当該児童生徒等に関する個々の医行為について、保護者、主治医υ、看護

師及び教員の参加の下、技術の手順書が整備されていること

4 学校における体制整備

⑩ 学校長が最終的な責任を持って安全の確保のための体制の整備を行うた

め、学校長の統括の下で、関係者からなる校内委員会が設置されている

こと                              _     _
① 看護師が適正に配置され、児童生徒等に対する個別の医療環境に関与す

るだけでなく、上記校内委員会への参加など学校内の体制整備に看護師

が関与することが確保されていること

⑫ 実施に当たっては、非医療関係者である教員がたんの吸引等を行うこと

にかんがみ、学校長は教員の希望等を踏まえるなど十分な理解を得るよ

うにすること

⑬ 児童生徒等の健康状態について、保護者、主治医 a、 学校医、養護教諭、

看護師、教員等が情報交換を行い連携を図れる体制の整備がなされてい       ヽ

ること.同時にそれぞれの責任分担が明確化されていること

⑭ 盲・聾・養護学校において行われる医行為に関し、一般的な技術の手順

書が整備され、適宜更新されていること

⑮ 指示書や指導助言の記録、実施の記録が作成され、適切に管理・保管さ

れていること

⑮ ヒヤリハット事例の蓄積・分析など、医師 0看護師の参加の下で、定期

的な実施体制の評価、検証を行うこと

⑭ 緊急時の対応の手順があらかじめ定められ、その訓練が定期的になされ       “

ていること

⑬ 校内感染の予防等、安全・衛生面の管理に十分留意すること
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5 地域における体制整備                    、

⑩ 医療機関、保健所、消防署等地域の関係機関との日頃からの連絡支援体

制が整備されていること

④ 都道府県教育委員会等において、総括的検討。管理が行われる体制の整

備が継続的になされていること

D盲・聾・養護学校における業務にかんがみ、重度障害児の看護に経験を有する看護師が

配置されていることが望ましい (重度障害児の看護に十分な知識 。経験のある保健師、助

産師及び准看護師を含む。)。

"学校が依頼し、主治医の了承の下に指導を行う「指導医」がいる場合は「指導医Jも含

む。

―O―



:の実施体制 (例)酬
4-3

特別支援学校におけるたんの吸引等

【指示】

※※ 教員は特定の児童等に関し,研修
を受け主治医の承認を受けた者に限る.

域
の
医
療
機
関
・消
防
署
等

教育委員会
※ 学校医 (指導医)は ,当該
学校の実情に応じ関与する.

学校長 学校医(指導

: 【校内委員会】
摯長,主治医,学校医(指導医),

三 看護師,養護教諭,教員

主治医看護師
【指示口報

【たんの吸引等】

定の孝kJ員※

特定の児童生徒



(出典 :平成21年度医療的ケア実施体制状況調査)

特別支援学校医療的ケア実施体制状況(H21.5.1)【 研修】        資粋 ~4′

教育委員会主催の研修について調査。学校単位の研修については記載していな※教育委員会主催の研修につい 査 。

都道府
県市

教員研修 看護師研修

期間 人 数 内 容 期 間 人 数 囚 谷

北海道 3日 52人
じ同と

ヽ
　

　

　

　

修研員教

青森県
Эl日

Эl日

人
人

①
②

①講義「医療的ケアの実施体制」/構義「リスクマネージ
メント体制とヒヤリハットの活用」/講義「摂食・嘆下障害α

原因と病態J/講義「重度・重複障害児の健康管理と医
療的ケア」
②講義「実施校における医療的ケアの校内体制等につ
いて」/演習「医療的ケアの実際J/演習「呼吸障害のリ
ハビリテーション」

岩手県 日 4A

・協議・意見交換
校内の共通理解を図るための取り組み/教員と看護師の
連携を図るための取り組み/危機管理(リスクマネジメンn
に関する取り組みとその対処事例等/その他
・講話
「医療的ケアを必要とする児童生徒の医療(仮題)」 講
泊F:もりおかこども病院看護師長

教員研修と同じ

事城県
Эl日

22日
048人
②15人

1日 2人

①特別支援教育について

?罪督獣篠貫管渉裏薪鞣メギL名の看護師に実施し
たもの。

秋田県
日

日

Э
②

11人

Э平成2■ 年度特別支援学校における医療的ケアに関す
る研修事業(北海道。東北・北関東プロック)に参カロ

繁 艤 夢 舅 鰐 議 鰤 )翼絶鷹ζ爆舞 電

場校 (肢体不自由特

"j支

援学校 )の授業参観/情報交

換(しヤリハット事例について、医療的クア実施上の課題

について 等)

福島県 1日 19人 澤鰐≧瑠 鐸 鯰 木
中`い に～」               __

茨城県

日

日

日

①48人

②100人

③13人

Э「医療的ケアの概要と注意事項について」/「健康状
態の観察について」/「呼吸機能とその障害、感染、消
毒、糖尿病や心疾患の注意などについてJ/「重度重複
障害児の健康とその障害について」/「排泄、摂食機能と
その障害について」の講義と医療的ケア実施校の実践発
募そ。(4/2,4/3)

② ①に同じ0/12,3/18)
③「ヒヤリハット事例について」

2日
39人

0日計)

鯨 福祉センターの見学、ヒヤリハット事例に関する検
討、各学校の情報交換等(6/17,11/20)

瞬木県

①2日

∝ 校
年1回

③各被
年3～4

回

臨猫２劾輛

①担当教員及び学校看護師の基礎的専P5的な知識・技
能を高めるための医療関係者からの請話や各校からの実
践報告。

Mか鱚躙腱1[憬詈[嚇諄
る内容等。

狙
屁

Э

Э
①50人

②個月嘔

群馬県 2日 35りに

・呼吸障害・摂食機能障害リド泄器脳障害・てんかん発
作・体温調節の障害・パイタルサインチェックの実際・姿
勢と排痰・リスクマネジメント。その他

埼玉県 3日 72A

第1講座「吸引に係る病理及び緊急時の対応と方法」/
第2講座「特lll支援学校における医療的ケアの在り方」/
第3講座「リスクマネージメントについてJ/第4講座「導尿
に係る病理に関する内容及び緊急時の対応と方法J/第
5講座「経管栄養に係る病理及び緊急時の対応と方法」
/第 6講座「吸引及び経管栄養の実際について」(実技
研修)

2日 7人
呼p/1関係に関する研修
栄表関係に関する研修



・ (出奥 :平成21年度医療的ケア実施体制状況調査)

特別支援学校医療的ケア実施体制状況(H21.51)【 研修】
学校単※教育委員会主催の研修について 位の研修については記載していない。

詢肺
教員研修 看護師研修

期 間 人数 円 谷 期間 人数 内容

千葉県 :日 90人

会場の関係から90人を2グループに分け、各2日 間実施
した。講師は医師に依頼している。Aグループ:7月 31日

(金 )、 8月 3日 (月 )Bグループ:8月 5日 (水 )、 8月 7日

(金)

<内容>各グループとも講義が中`れ
Э病態生理 ②感染症 ③衛生管理 ④泌尿器系障害
へのヽヽ ⑤医療的ケアの基本的な考え方 ⑥摂食障
害への対応 ⑦呼吸障害への対応 ③情報交換

2日 57人

第1回 日は全員参加で実施するが、第2回 日は実技研修
の位置づけとなるので、6グループ(1グループ10名 程
度)に分けて実施した。第1回 目 4月 3日 (金)第 2回 目
7月 30日 (本 )、 31日 (金 )、 8月 6日 (木 )、 17日 (月 )、 19
日(水 )、 24日 (月 )

<内容>第 1回 目 講義 説ヽ明(看護師の配置と服務、
医療的ケアガイドライン、県立特別支援学校の現状、医
療的ケアの変遷と課題)、 実践報告、グループ別協議と
情報交換実技/第 2回 目 実技(2病院の協力を得て、
医師の指導の下、実際の医療的ケアについての実技)

東京都 3日
60～ 120

人

研修会 I 摂食に関する講座
研修会Ⅱ 医療的ケアに関する講座 (基礎・専Pl)

研修会Ⅲ 自立活動に関する講座
研修会Ⅳ 養護教諭を対象とした講座

教員を対象とした研修全般を受けることができる。

神奈川県

日

日

日

防
＞
＞

① 45人

00人
00人
〈定員)

(1)医療ケア等の歴史や法的な解釈等について
(2)吸 引、経管栄養等の方法(座学及び模擬演習)

(3)医療ケア等に係る医学的基礎知識
(4)量症,い 身障害児施設等における実習
(5)重度重複障害児のコミュニケーション指導
(6)摂食指導(基礎知識及び事例研究)

(7)呼吸介助等、理学療法的アプローチ
(8)各専F5職種の専門性と多職種協働について

日

日

Э

Э

l①30人

022人
(定員)

(1)医療ケア等の歴史や法的な解釈等について

(2)医療ケア等に係る医学的基礎知識

(3)重度重複障害児の病理
(4)摂食指導(基礎知識及び事例研究)

(5)呼吸介助等、理学療法的アプローチ
(6)各専門職種の専F5性と多職種協働について

断潟県 2日 43人
医療的ケアの現状と教員による補助的タアについて//重
度・重複障害児の理解と指導/重度。重複障害児の療育
/実践発表 等

日 20A 曳麟 議践誓馨紡フ唱會農窪峯ζ月
';雲

ケ
勢保持と呼吸の援助(理学療法士より)

福井県 日 8人
瑠 認 階 鶴 ζ季靴 箇 ど庸 騒 ち
対象とした一般研修を実施している。同様の内容を12月

も実施予定。一般研修終了後、各学校にて必要に応じて
個別研l_Fを実施。

i日 17人

各枝から報告「医療的ケアに関する1青 報の記録一様式と

伝達方法―J/協議「医療的ケアを必要とする児童生徒
の看護記録等の取り方について」/実習 I「痰の吸引J/
実習Ⅱ「経管栄養・目腔ケア」/実習Ⅲ「蘇生術・AEDの
操作J

」J梨 県

日

日

日

ゝ
３
２

①31人

②5人

③16人

①平成21年度障害児の医療的ケア研修会(総合教育セ
ンター)

障害のある子どもの健康管理/障害のある子どもの病理

`激

攣ン餞Я5繁写術紗課貿易繁絶
導の実際
②医療的クアに係る第1回専P5研修
対象の理解/医療安全と感染防止/排泄障害に関わる
ケア/自 己導尿,摘便の指導について/栄養及び摂食
障害のケア/呼吸に関わるケア/医療的ケアの実際
Э医療的ケアに係る第2回専門研修
呼吸に関わるケア/講義「疾患について」/食事指導の

実際/機械・器具の取扱い/呼吸に関わるケア/AED
研修/栄養及び摂食障害ケアの実際/排泄に関わるケ
ア/感染対策/意見交換 (総看護師長以下看護士,学
校看護師,養護教諭,県教育委員会出席)

教員研修と同じ

良野県 日
107人
t延人数)

呼吸のしくみ/排尿のしくみ/てんかんについて/ポジ
ショニングについて/摂食啜下について/栄養管理に´

いて′/吸引・経管栄養。導尿について
日 0人 学校現場における医療的クアの参観、情報交換

咬阜県 2日 30人

医療的ケアについて基本的事項を各校で研修した者を
対象に、重度の障害・疾病のある児童生徒についての医
療上の専門的な対応方法に関する具体的な理解を深め
る。
・重度障害児の身体の特徴/坐薬の挿入/自 己導尿の

介助/吸弓1、 排痰の援助、日腔衛生/経管栄養

日 [人

1特別支援学校において医療的ケアが必要な児童・生徒
|に対し直接対応している看護師を対象に、看護師の役割

1鮮
£ 露 雪 鍋 喬″翻 瑠 i斃ろ鱗 首

を

る。

椰岡県 日 95A

基礎研修(第 1回)摂食唯下機能障害と経管栄養(講義・

質疑)/基礎研修(第2回 )子どもの成長発達とその障害
(講義・質疑)/専 F5研修 呼吸にかかわる医療的ケアの
実際(講義・質疑)/(参考)各学校で計画実施する個別
の「臨床研修J及 び「指導医による一般研修(年 3日程
度)」 の経費は、教育委員会の学校管理菱(既定経費)に

よる。

2日 1人

蟷 黎 吻 穆 鞣
制について (講義)

ついて                  __ _

里知県
日

日
餅
２

Э18人

018人
Э病院での実技実習
Э講義及び研究協議



(出典 :平成21年度医療的ケア実施体制状況調査)

特別支援学校医療的ケア実施体制状況(H21.5.1)【 研修】  
レ

調査。学校単位の研修については記載L玉いな|※教 会主催の研修につい こつ し

赫肺
教員研修 看護師研修

期間 人 数 囚 谷 期 間 人 数 囚 谷

三童県
日

日
①35人

②05人

①「学校における手当の教育的意義と配慮点について」
/「三分脊椎:病態。合併症。その対応」/「日腔衛生管
理:歯の治療、食後の対応」

こ1:懲]営き][;昂をlIII『[!III[L
いて」/「救急医療・緊急時の対処:パイタルサインの観

秀棘堡鷲霧:鑑夕):群%mi
び医学的な諸問題について」   ______

日 4人
講義「医療的ケアを必要とする小児医療の実態」/1青報
交換

滋賀県 日 8人
緊急時対応のための一般研修と器具の扱いなどについ

ての臨床研修
Э半日
3半 日 どで

|][

京都府

日

日

日

Э

Э

Э

00Э
約90人

特別支援学校における医療的ケアの意義及び基礎知識

(講演)/重度・重複障害児の身体の特徴と指導上の留

意点(講演)/重度・重複障害児の摂食と呼吸に関するこ

と(講演)/経管栄養に関する基礎知識及び最新の情報
等(講演)/ヒヤリハット事象について(報告・協議)

1日 i瑯規フ瘍355豚響録鰈
喘.急 等に力功 わヽること)」

大阪府

日

日

日

①約250

人(延べ)

②約30

人
0約 60

人(延べ
)

①講義「障がし`のある子どもに対する医療的クアー小児
神経科の立場から一」/講義「障がいのある子どもに対
する医療的ケアー消化器・内分泌科の立場から一J/講
義「医療的ケアの歴史と意義」/講義「庫がいのある子ど
もに対する医療的クアー小児耳鼻p「l頭科の立場から一」

2雪彗編驚異賞型諏製案融調器す夕木姦撥 籍 疑
応答
③講義f呼吸障がいのある子どもの医療的ケア」/講義
「障がいのある子どもの人権についてJ/班別協議

教員研修の②と同じ

兵庫県 1日 60人

階霧 譲
1統「躍雑 g砕鼈 飢

や看護師などllL職種と連携した教育の在り方について考
える。

響!賛町 察 寡溜 霧 務 躙 駄 繊
養護教諭・教諭と看護師等の連携と協働の在り方につい

て

教員研修と同じ

奈良県
Э半日
Э半日

D50人
915人

①校内における医療的ケアの実施体制について/医療
的ケアを必要とする児童生徒の指導について/主治医と

②薄観支援学校における医療との連携の在り方

和歌山県 日 0人

・県内特別j支援学校の現状について(特卿1支援学校学

躙 鶉 扮覇
鳥取県 日 4人

菫魏 頸 占雅 易:蹴 蘇 槙 巽 斃 T」
害・アプローチ～」言語聴党士/演習「姿勢と蝶下」「ロ
腔ケア」言語聴覚士。理学療法士‐看護師

日 16人 諄熙跡徘諄簿楊酬:炉餞岬鷲

島根県 1日 40人
爵咆踵‰漑 鱚 雛ξ晶
晟霙裏嘱喜負辮

=駐
麟 象肇F指

導と呼 日 9人

言襲妻雰讚 2蹂揚 魔新鮮

髪  滲

司山県
日

日
①60人

②50人

彙仄駆:[蠍冒覇藝覗夕
使用して手技の研修を行つた。「   吉

,日 40人

施した。



(出 典 :平成21年度医療的ケア実施体制状況調査)

特別支援学校医療的ケア実施体制状況(H21.5.1)【 研修】

※教育委員会主催の研修について調: 査。学校単位の研修については記載していない。

都道府
県市

教員研修 看護師研修

期間 人数 内容 期間 人数 囚 谷

山口県 2日 135人

所管説明
一般研修(基礎分野・専門分野〉
・基礎分野

漫爵磐響躍轟鶉 監[11層葉λ
罐翻 鱗1,の

緊識応

ξ雪貯思曇翁撃]僣奮する一般理論を理解するととも
に、基本的な手段(異常が生じた際の緊急対応を含む。)

1日 31人

所管説明、研修報告
講義

鰹 旨脇 蜃 蜀 盤 猾 ‰Ъ
等

徳島県 曰 2A
管理につい0/医 療的

香川県 5日 55人

査麓恵雪最書躍 鮮 ァの必要‖こつ。て崎
/重症心身障害児の泌尿器系疾患についてく講義)/

ラ墾荘患野富[1雰播甚曇蠣馨禦現:妥5)
/重症心身障害児の摂食礫下障害、経管栄表、栄養管
理について(講義)/学校事例発表(ビデオ視聴)

愛媛県

福岡県 日 39ノヽ 鯰
児童生徒の授業の在り方について」/「本校における医

療的ケア体制整備の実際」/協議「医療的ケア体制整備
における現状と課題について]

日 3人

]
支援学校における医療的ケアの取れについて1

長崎県

Эl日

2冶日
Э適
宜 は̈

①講義「医療的ケアについて」/講義「重度・重複障害児
の医療について」/講義「重複障害児の看護についてJ

ζ訴ぞ埋 鷲ξ蜀 嚢 鷺 蹂 楊 ラゝ鱚 計

(例)医療的ケアが必要な児童生徒の身体状況について
・当該児童生徒に対する具体的手技(異常が生した際の

緊急対応を含む。)の修得
・当該児童生徒の個別マニュアルの確認

日

日

日

ν
２
０

名
人
人

①２
０
③８

8寄冥織客撃装分層廣欝聘 雹ξ躍現状凛
機

ヒヤリ′、

＞
研

”

題
③
題

(各 学校の医療的ケア実施における場状と謀

ット事例を中心に～)

熊本県 日 45人

研修1説明 ほほえみスクールライフ支援事業の概要

炸:躙1荀i懃眩鰊
闘

大分県 ,日 40人
晶躍霧季1昇審翼鐙乳男鮨偉楼経露湾み
クマネジメントJ
(第 2回〉「たんの吸引の基礎J/「たんの吸引の実際」
〈第3回〉「経管栄養の基礎」/「経管栄養の実際」



(出典 :平成21年度医療的ケア実施体制状況調査)

※教育委員会主催の研修について調査。学校単位の研修については記載していない
特別支援学校医療的ケア実施体制状況(H21.5.1)【 研修】

都道府
県市

教員研修 看護師研修

期間 人数 内 容 期間 人数 内容

沖縄県 日 人

第1回(1)特別支援教育について②重度重複障害児の

身体の特徴と指導上の留意点0特男り支援学校における
医療的ケアの意義と基礎知識 (4)沖縄県における医療的
ケア体制整備事業と他県の状況 (5)情報交換他

第2回 (1)施設見学10:00～ 11:00(泡 瀬小児発達セン

ター)②情報交換(各学校の課題、質問・要望等)

第3回 (1)情報交換 (2)各校の研修報告等
第4回 (1)特別支援学校における医療的ケア体制整備事

業の概要について①評価とまとめ ②運営委員会の確
認事項 ③医療的ケア予算関連 (2)医 師(運営委員)の

講話①本県の医療的クアについて②嘱託看護師の行う
医療的ケアとは③ヒヤリハット事例他

札幌市 3日 0人 耶簸師]蝙l]i了鷺夜
委員会の回答内容を参照)

仙台市 1日 28人
(1)本事業の運営について
(2)学級担任としての役害リ
(3)情報交換

1日 4人
勤務について(勤務時間、休暇、給与、予算)/要医療
通学児童生徒学習支援事業について
。本事業の趣旨/医療行為の内容/担任との連携

きいたま市 3日 人 輻   弥
について」

川崎市 2日 52人 2日 人
特別支援学校についての理解を深める講義/重症,い身

障害児施設での実技演習

横浜市 5日 40人 言言i移暑周券漫[彙タニ量ラ勇ま手逢ξ『
/消イ
』

医療センターでの医療的ケアの実技研修

2日 フリに

京都市 2日

|

1約

30人

医療的ケア安全管理委員会を年2回開催しており,その

中

“

ンシデント・アクシデント事例とその分析や各校に
おける実施体制の確認・課題の協議を行うとともに,医師
等の講師を招き,取組内容等について指導助言を頂い

ている。

堺市 6日 14人
呼吸障害のある子どもの医療的ケア、医療的ケア実技研

修、重度重複障害児の理解と対応 等
6日 14人

呼吸障害のある子どもの医療的タア、医療的ケア実技研

修、重度重複障害児の理解と対応 等

神戸市

日

日

日

日

日

３
３
ａ
勧
跡

①163人

②44人

③90人

④23人

⑤25人

Э医療的ケアの意義と役害J

ら経管栄養について/呼吸、吸引について

0摂食について

8甚昴:薯肇躊星|こ■I嚢への巡回研修
Э4日

23日
Э5人

23人
Э各校看護師、養護教諭への巡回研修
②重症心身障害児施設における実地研修

福岡市 1日 12人 の事故と対応について研修を計画している。



平成22年度 特別養護者人ホームにおける
蓄護職員と介護職員によるケア連携協働のための研修事業について

「
〆
●中央研LIおし下よ都造f貰

都道府県レベル

研修 (1～ 4回 )

実施主体
(関係団体等 )

●都道府県レベル研修において、
各施設で講師となる看護師を養成。

●都道府県レベル研修の開催回数
は施設 (受講者)数にあわせて調整。

●実施主体は、関係団体等に協力
要請。

●国からの補助金なし

各施設

I鱚
｀
理

・il,T,シ
‐.ヽ

、とが.♂
●

馳Ｉ
Ｆ僣―
―

―

］
―

レベル研修で講師となる看護師
を養成。

●看護師は、各都道府県5(県内

施設数にあわせて5～ 11)名 程度
で、150名程度 ×2回で計300名

1 菅辱穆プログラムは、2日 間(12

1 時間)で別紙①参照。

厭ゝ盟篇耀立IIttil野 !|「
,

看護職員・

介護職員

第2回 8/20日 21



別紙①

平成22年度特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員によるケア連携協働のための研修事業

中央研修プログラム (看護師対象 ) 2日間 (12時間 )

1日 目

時 刻 テーマ 時 間 方 法 内 容

11:00

～ 11:30

特別養護老人ホームにおける看護職員
と介護職員によるケア連携協働の在り

方

30分 講義

特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方

に関する取りまとめ

特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて

平成22年 度特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員のケア連携協

働のための研修事業について

11:30

～ 12:30

高齢者及び医療的ケアに関する倫理、
法規及び多職種連携

60分 講 義

○高齢者介護の理念

O高齢者介護に関する倫理、法規
・老人福祉法
・介護保険法

○医療的ケアに関する倫理、法規
・医師法第十七条
・保健RT助産師看護師法第二―条
・医師法第十七条に関わる通知

○特別養護老人ホームにおけるケアと多職種連携

食事休憩 (60分 )

13:30

^´ 14:30
利用者へ適切なケアを提供するための
具体的な取り組み

60分 講 義

○施設内での取り組みの実際 (体制整備、研修の実施等 )

○根拠に基づいた研修指導と連携ケア

0ヒヤリハット・事故報告
○事例検討 (施設内委員会)の実施方法

休憩(10分 )

14:40

～ 16110

心身機能の加齢性変化と日常生活ヘ

の影響

90分

講 義

0心 身機能の老化の特徴

0身体機能、知的・認知機能、精神的機能の加齢性変化と日常生活への影響

0身体機能、精神機能の低下の予防

呼吸器系のしくみと働き 講 義 0呼 吸器系の形態 機能

喀痰を生じる疾患や病態 講義

D呼 吸に関する症状に関する理解
・①呼吸困難 ②喘鳴 ③喀痰 ④咳嗽
・間診のポイント

口腔内吸引の技術及び関連するケア 講義

D吸引が必要な高齢者へのケア
①高齢者の日常生活に必要なケア

8言逸:争了墓以夕話〔翻轟鷺貯毀誕亀
④消毒(消毒薬の副作用を含む)、 滅菌技術

Э吸引の技術
①吸引の準備(必要物品の管理、吸引器のしくみ、吸引器のメンテナンス、

作動状態の確認等)

②吸引が必要な者の観察(実施前・中・後)、 吸引の実際(口 腔内吸引)

③吸引後の後片付け、吸引に伴う記録、報告

休憩 (15分 )

16:25

^´ 18:25

口腔内吸引の技術及び関連するケアの

指導
120分 演 習

DVD映像の視聴学習
看護職員による吸引の実際を見学

吸引に必要な器機の操作

研修者同士で口腔内吸引
消毒、医療廃棄物の処理
口腔ケア

-2-



2日 目

時 刻 テーマ 時 間 方 法 内容

9120

～10:20
研修における人材育成 60分

義
習

講
演

よい研修のための条件、教え方

状況に応じた指導について

看護師から介護職員への指導のポイント

休 憩 (10分 )

10:30

～ 12:00

消化器系のしくみと働き

90分

講義 Э消化器系の形態 .機能

経管栄養が必要となる疾患や病態 講 義

Э哺下障害に関する理解
①高齢者の嘆下に関与する形態的特徴

②哺下障害を疑う症状
③陳下障害をおこす主な疾患
④対処方法

Э関連する症状(下 痢・便秘)

経管栄養の技術及び関連するケア 講 義

Э経管栄養が必要な高齢者へのケア

①高齢者の日常生活に必要なケア
(義歯の取扱い及び精神面を含む)

②口腔ケア、胃ろう挿入部のケア、環境整備(気温、湿度)

③感染症対策、消毒〈消毒薬の副作用を含む)

Э胃ろうによる経管栄養の技術

①胃ろうについてく種類、構造、利点、欠点等)

②胃ろうによる経管栄養の準備
(必要物品の管理、経管栄養剤の管理(食 品・医薬品)等 )

③胃ろうによる経管栄養が必要な者の観察(実施前・中・後)

④胃ろうによる経管栄養の実際
⑤胃ろうによる経管栄養後の後片付け
⑥胃ろうによる経管栄養に伴う記録、報告

食事休憩 (60分 )

13:00

～ 15:00
冑ろうによる経管栄養の技術及び関連
するケアの指導

120分 演 習

DVD映像の視聴学習
看護職員による経管栄養の実際を見学

経管栄養に関する用具の取扱い

消毒、医療廃棄物の処理

休憩(10分 )

15:10

～ 16:10
安全管理体制とリスクマネジメント 60分 講義

Э高齢者介護施設における感染対策
Э社会福祉施設におけるリスクマネジメント

Э吸引・経管栄養による急変・事故発生時の対応

Э救急蘇生法

16:10～

16:40
妻とめ 30分 討議 参加者による意見交換

-3-



別紙②

平成22年度特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員によるケア連携協働のための研修事業

施設内研修プログラム (介護職員対象)      14時 間以上

時ill 方法 内 容

寺別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員によるケア

菫携 lrt働の在り方
30分 講 義

特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方

に関する取りまとめ

特男1養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱しヽ こついて

平成22年度特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員のケア連携協

働のための研修事業について

富齢者及び医療的ケアに関する倫理、法規及び多職種連携 60分 講 義

〇高齢者介護の理念

○高齢者介護に関する倫理、法規
・老人福祉法
・介護保険法

○医療的ケアに関する倫理、法規

医師法第十七条
・保健師助産師看護師法第二一条
・医師法第十七条に関わる通知

〇特別養護老人ホームにおけるケアと多職種連携

利用者へ適切なケアを提供するための具体的な取り組み 30分 講 義

D施設内での取り組みの実際 (体 制整備、研修の実施等 )

Dヒヤリハット事故報告
D事例検討 (施設内委員会)の実施方法

む身機能の加齢性変化と日常生活への需 60分
D心身機能の老化の特徴

D身体機能、知的 認知機能、精神的機能の加齢性変化と日常生活への影響

D身体機能、精神機能の低下の予防

呼吸器系のしくみと働き 6o分 講 義 D呼吸器系の形態機能

客痰を生じる疾患や病態 60分 講 義

D呼吸に関するF■状に関する理解
・0呼吸困難 ②喘鳴 ③略痰 ④咳嗽
間診のポイント

口腔 内吸引の技術及び関連するケア 60分 講 義

D吸弓Iが必要な高齢者へのケア

者の日常生活に必要なケア
んケア:できる限り吸引をしなくてもすむようにケアを組み立てる
ケア、環境整備 (気 温、湿度 )、 感染症対策、清潔、不潔の考え方
(消毒薬の副作用を含む )、 滅菌技術

の準備 (必要物品の管理、吸引器のしくみ、吸引器のメンテナンス、

作動状態の確認等 )

②吸引が必要な者の観察(実施前 中 後)、 吸31の実際(口 腔内吸引)

③吸弓1後の後片付け、吸引に伴う記録、報告

口月空内吸引の技術及び関連するケアの指導
40分 X3回以上

(習熟度に

あわせて)

演習 実晋

DVD映像の視嘘学習
看護職員による吸引の実際を見学

吸引に必要な器機の操作

研修者同士で口腔内吸引
消毒 、医療廃棄物の処理

口月空ケア

消化器系のしくみと働き 60分 講 義 Э消化器系の形態 機能

経管栄養が必要となる疾患や病態 60分 講 義

Э廉下障害に関する理解
①高齢者の味下に関与する形態的特徴
②廉下障害を疑う症状

③廉下障害をおこす主な疾患
④対処方法

D関連する症状 (下痢・便秘)

怪管栄養の技術及び関連するケア 60`, 講 義

〇経管栄養が必要な高齢者へのケア
①高齢者の日常生活に必要なケア

(義 歯の取扱い及び精神面を含む)

②口月空ケア、胃ろう挿入部のケア、環境整備(気温、湿度)

③感染症対策、消毒(消毒薬の目1作用を含む)

0胃ろうによる経管栄養の技術

①胃ろうについて(種類、構造、利点、欠点等)

②胃ろうによる経管栄養の準備
(必要物品の管理、経管栄養剤の管理 (食品 医薬品)等 )

③胃ろうによる経管栄養が必要な者の観察 (実施前・中 後 )

④胃ろうによる経管栄養の実際
⑤胃ろうによる経管栄養後の後片付け
⑥胃ろうによる経管栄養に伴う記録、報告

胃ろうによる経管栄養の技術及び関連するケアの手旨導
40分 X3回以上

(習 熟度に

あわせて)

寅習 実習

DVD映像の視聴学習
看護職員による経管栄養の実際を見学
経管栄養に閑する用具の取扱い

消毒、医療廃棄物の処理

安全管理体制とリスクマネジメント 60分 言吉義

○高齢者介護施設における感染対策
〇社会福祉施設におけるリスクマネジメント
〇1/1引・経管栄養による急変・事故発生時の対応

〇救急蘇生法



資料 6  1

介護職員等によるたんの吸引等の実施について法的措置を

講 じる場合に考えられる主な論点 (案 )

○ 対象とする範囲

・ 実施可能であるたんの吸引・経管栄養の範囲

・ 実施可能である介護職員等の範囲

・ 実施可能である場所の範囲 (介護施設、居宅、障害者施設、

特別支援学校等)

○ 医師・看護職員 と介護職員等 との連携体制の確保等の要件

○ 研修の在 り方

○ 試行事業の在 り方

※ 介護保険法・障害者 自立支援法等における取扱いについては、当検討

会での議論の方向性を踏まえつつ、それぞれの審議会等において議論す

べき課題。



「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための

制度の在 り方に関する検討会」

当面のスケジュール (案 )

第 1回  7月 5日 (月 )16:00～ 18:00

現状と課題、自由討議

第 2回   7月 22日 (木 )10:00～ 12:00

法制度の在 り方、研修の在 り方 (I)

第 3回   7月 29日 (木 )13:00～ 15:00

法制度の在 り方、研修の在 り方 (Ⅱ )

第 4回   8月 9日 (月 )16:00～ 18:00

中間的な整理、試行事業の在 り方



城委員提出資

介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在 り方

に関する検討会

要 望 書

平成 22年 7月 5日

社会福祉法人

全国重症心身障害児 (者)を守る会

会 長 北浦 雅子

親は、子 どもが どんなに重い障害を持っていても、可能な限 り在宅でともに

暮 らしたいと願っています。

このため、在宅支援のサービスを利用 して頑張つていますが、重症心身障害

児者 (以下「重症児者」とい う。)の多 くは、医療的ケアを必要 としていますの

で、そのため、次の施策の実施をお願いするものです。

(看護師以外の職員のかかわ りを要望する理由)

1 重症児者は、「たんの吸引等の医療的ケア」が必要であ り、家族が 24時間

対応で痰の吸引や経管栄養等の介護を行っている状況にあります。このため、

患者・家族の負担が大きいものがあ り、訪問看護師の派遣や、ホームヘルパ

ーの派遣を受けていますが、ヘルパーには 「痰の吸引」はできますが経管栄

養等の医療的ケアができませんので、家族の負担の軽減にはな りません。こ

れをヘルパーにも実施が認められますよう要望 します。

2 重症児者の日中活動の場 としての通園・通所では、医療的ケアを常時必要

とす るものが多 く通つて来ています。このため看護師が配置 され対応 してい

ただいています。

しか し、看護師の配置数が少なく、医療的ケアが必要なときでも看護師の

手が直ちに回らない場合があるのが実態です。

特に、通園 。通所における送迎時 (バスなど)には、看護師が全ての車両

に添乗できないので、医療的ケアが必要な人は、保護者の自主送迎 となる場

合があり、保護者 も施設 も対応に困つて苦慮 してお ります。



上記への対応 として、医師、看護師の指導を受けた、ヘルパー、施設介護職

員 (保育士等福祉職員を含む)に も医療的ケアの実施が認められれば、家庭で

も、通園・通所の場所でも、利用者が安心 してサービス支援が受けられること

にな りますので、下記の条件のもとに、実施が認められますようご配慮いただ

きたく要望 します。

1 医療的ケアの実施に当たつての条件

① 特定の対象者についての実施を原則 とし、医療的ケアに当たつては、医

師、看護師の指導を受けること。

② 原則として、医師、看護師の指導のもとで行われること。

③ 医療的ケアに当たっては(保護者等の同意を得ること。      ・

2 医療的ケアの実施範囲

① 吸引 (llB頭 より手前のもの)

② 経管栄養 (留置されている管からの注入及び見守り、ただし、経管の先

端位置の聴診器による確認は除く。)

③ 自己導尿の補助

3 その他― (以下の実態があることを踏まえ、配慮いただきたい。)

① 通園の超重症児には、親の付き添いが必要な場合がある。

② 通所に当たって、医療的ケアがあるため受入れを断られるケースがある。

③ 医療的ケアがあるため通園施設で受入れ日数を制限されている。

④ 通所・通園で、医療的ケアが必要な利用者が年々増加し、現看護師体制

では対応は不可能な状態にある。



医療的ケアの状況  匡聾[彗iモ盟]署雰奨墓亀確r讐戴調[ョ
医療的ケア必要あり 704 人 32.0%

必要なし 1,498 68.0%

実 施 項 目 回答数 構成比(%)

必要な医療的ケア
ロ腔内等吸引

経管栄養

吸 入

チューブ交換

気管切開

胃 痩

道 尿

人工呼吸器使用

エアウエイ

中心静脈栄養

1,974

501

425
332
247
¬69
158
51

47

40
4

100.0

25,4
21.5
16.8
12.5
8.6
8.0
2.6
2.4
2.0
0.2

計 (複数回答 )

③



白江委員提出資

平成 20年 2月 4日

全国身体障害者施設協議会

「医的ケア等に関する実態調査・追加調査」 (結果)の概要

1.調査対

○平成 18年度実施の 「身体障害者療護施設における医的ケア等に関す る実態調査」※に

回答のあった 274施設

※本会会員施設における医療的ケアの実施状況等について概況を把握した。これに基づき、詳細

な状況を追加調査にて把握 した。

2.調査実施期

○平成 19年 12月 12日 ～平成 20年 1月 11日

※回答については、平成 19年 12月 1日 現在の状況。

※各医的ケアの提供状況については、平成 19年 12月 15日 (土)～ 21日 (金)の実施状況。

3.回答数・

0183施設 (回答率 :66.8%)

4.実施 している医的ケア (N=183)

実施施設数 % 対象実人員

常時痰の吸引 (気管切開の場合を含む) 134 73.2 506 ノ人、

人工呼吸器
９

“ 6.6 14人

ス トーマ 67 36.6 114人

疼痛の看護 135 73.8 1,256ノ、

経管栄養 155 84.7 838人

酸素療法 41 22.4 48人

自己導尿の補助 55 30.1 83メ、

浣 腸 177 96.7 2,305人

摘便 176 96.2 889人



全国身体障害者施設協議会

会員施設基礎調査結果における医療的ケアの実施状況について

☆平成21年度『会員施設基礎調査』結果 (平成22年 3月 )より

(1)調査対象施設:487施設 (平成21年 10月 1日 現在の全会員施設 )

(2)調査実施期間 :平成21年 10月 30日 ～12月 28日

(3)回答数:426施設 (回答率87.5%)

※障害者支援施設 :177件、旧法身体障害者療護施設 :249件

参考 )

「特別な医療」を必要とする利用者の割合が20%以上の施設 :障害者支援施設 (177施設)の う

ち「119施設 (67.2%)」 を占める。

このうち、気管切開を伴 う人工呼吸器による呼吸管理が必要な者又は、重度心身障害者が利用

する施設は、 「89施設 (72.3%)」 を占める。

特別な医療 ①実施施設数 ②実施率 ③実利用者数
(人 )

平均実施人数
(人 )=③/①

1 点滴の管理 34 8 0% 83 24

2 中心静脈栄養 C 2 1% 18

3 透 析
一／ 16 7% 120

一／

4 ス トーマ (人工肛門)の処置 141 33 1% 233 17

費
υ 酸素療法

フ
／ 17 8%

９

」 17

6 レス ピレータ (人工呼吸器 ) 28 6 6% 42
仄
υ

7 気管切開の処置 14[ 34 0% 406 28

8 疼痛の看護
０
０ 43 7% 1,445 78

9 経管栄養 337 79 1% 1,967 58

10
モニター測定 (血圧、心拍、酸素

飽和度 )

4[ 10 6% つ
０

И
竹 96

じょくそうの処置 274 64 3% 92C 34

12
カテーテル (コ ン ドームカテーテ
ルヽ留置カテーテル、ウロス トー

355 83 3% 2,140 60



障害者支援施設等における医療的ケアについて

全国身体障害者施設協議会

平成20年 5月 12日 協議員総会決議

1 目指す方向

○ 特別支援学校や訪間介護等における状況を踏まえ、社会福祉施設における介護職員等の

行うことのできるケアを拡大 (規制緩和 )していただきたい。

2 具体的要望事項

(1)規制緩和いただきたい事項

①吸引

②経管栄養

③自己導尿の補助

④疼痛の看護

⑤摘便

⑥浣腸

⑦ストーマ

③人工呼吸器

⑨酸素療法

(2)(1)の 実施にあたつての前提及び条件整備の考え方

※本会として検討 している事項

①利用者口家族への説明と同意

②具体的な実施方法を含めた医師の指示、助言(実施内容、範囲の明確化)

③緊急時の対応を含めた近隣医療機関との連携・協力体制の確立(バックアップ体制)

④研修とマニュアルの整備
口全国的な研修システムの確立
・各施設における実地研修の実施、プログラムの充実(医師等による定期的な研修等)

・各施設における実施マニュアルの整備
・緊急時の対応マニュアルの整備と責任の明確化
口個別的な留意事項と個別支援計画への明記

⑤その他、施設内委員会の設置等による安全管理体制の構築

③



本委員提出資

「介護職員等のたんの吸引等の実施のための制度の在 り方に関する検討会」ヘ

の要望

NPO法人 ALS/MNDサ ポー トセ ンター さくら会理事長

日本 ALS協会副会長

橋本 み さお

連絡先 16ケ0011東京都 中野区中央 3-39-3
Te1 03-3383-1337

Fax 03-3380-2310

梅雨の候、日頃より難病療養に格別のご高配を賜 り、厚 く御礼申し上げます。

わたくしは都内のアパー トで独居する筋委縮性側索硬化症 (ALS)患者です。 2
4時間人工呼吸器を使用 し、大学病院、地域診療所、医師会の訪問看護のサポ

ー トを始め、あらゆる訪問介護のサー ビスを受けて暮 らしています。 このたび

の検討会の設置につきましては、全国の患者家族を代表いた しま して、深 く感

謝を申し上げます。以下は検討委員会 と委員の先生方へのお願いでございます。

わたくしは引き続き地域で暮 らし続けたいと強く希望 していますので、現在の

サービスが滞ることなく、今以上に安心 して地域で暮 らしていけますよう、ご

検討をお願い申し上げます。

記

日本国憲法による生存権 と基本的人権、および現在、批准に向けて準備中の

障害者権利条約第 10条、第 19条、第 25条 (注)と の関連性において、介

護職員等による「たん吸引」「経管栄養」等の介護を支援する体制を整え、介護

保険や障害者 自立支援法等の公的介護サービスにおいて重度障害者が地域で生

きるために必要な介護が、全国で公平に受けられるようにしてください。

1,全国で 「たん吸引」「経管栄養」等の技術研修会を実施、あるいはすでに実

施 している団体に助成をおこない、これ らの介護が必要な重度障害者を社会で

支えていこうとする道徳的規範 と医療 と介護技術の向上を支援 してください。

2,訪問介護職等が安全にかつ安心 して吸引や経管栄養等の介護を実施できる

よう、 24時間体制の訪問診療 と訪問看護の基盤整備を進めてください。



3,地域の保健行政 と医療機関と介護事業所 と家族等の連携を密にするため、

①  障害当事者宅での定期的なカンファレンスや合同研修の実施を評価 し、

それぞれに加算等の措置を講 じてください。

②  告知直後や在宅移行時などの障害当事者 と家族の心身の状態や療養環

境の変化に応 じて、保健師や訪問看護師が長時間連続あるいは断続的に滞

在 し、家族やヘルパー等を指導できるような行政・看護サー ビスを新たに

設置 してください。

4,介護職員等による「たん吸引」「経管栄養」等の行為が、ボランティアでな

く業務 として評価 されるよう、特別介護報酬などの加算措置を講 じて下さい。

5,吸 引等が必要な障害者の自立支援 と同時に、同居家族が就労、睡眠、食事

等において、人 として最低限の生活 レベルを保つためには、 24時間体制でか

つ長時間連続 した介護サービスが必要不可欠です。 しか し、現在 自立支援法の

重度訪問介護の枠組みによつてのみ実現可能なそのような支援は、市区町村の

裁量に任 されているため多大な地域間格差が生 じてお り、ヘルパー も常時不足

しています。このような実情を踏まえて、重度障害者の日常生活の介助の合間

に吸引等の介護 もおこな うヘルパーの増員や定着を抑制するような、資格要件

の設置や長期間の研修、書類の作成等を義務づけないでください。

以上



資 利

1、 障害者権利条約

第十条 生命に対する権利

締約国は、すべての人間が生命に対する固有の権利を有することを再確認するものと

し、障害者が他の者と平等にその権利を効果的に享有することを確保するためのすべて

の必要な措置をとる。

第十九条 自立した生活及び地域社会に受け入れられること

この条約の締約国は、すべての障害者が他の者 と平等の選択の機会をもつて地域社会

で生活する平等の権利を認めるものとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並びに

地域社会に完全に受け入れられ、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当

な措置をとる。この措置には、次のことを確保することによるものを含む。

(a) 障害者が、他の者 と平等に、居住地を選択 し、及びどこで誰 と生活するかを

選択する機会を有すること並びに特定の居住施設で生活する義務を負わないこと。

(b) 地域社会における生活及び地域社会への受入れを支援 し、並びに地域社会か

らの孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の地域社

会支援サービス (人的支援を含む。)を障害者が利用することができること。

(c) 一般住民向けの地域社会サービス及び施設が、障害者にとつて他の者 と平等

に利用可能であり、かつ、障害者のニーズに対応 していること。

第二十五条 健康

締約国は、障害者が障害を理由とする差別なしに到達可能な最高水準の健康を享受す

る権利を有することを認める。締約国は、障害者が性別に配慮 した保健サービス (保健

に関連するリハビリテーションを含む。)を利用することができることを確保するため

のすべての適当な措置をとる。締約国は、特に、次のことを行 う。

(a) 障害者に対して他の者に提供されるものと同一の範囲、質及び水準の無償の

又は妥当な保健及び保健計画 (性及び生殖に係る健康並びに住民のための公衆衛生計画

の分野を含む。)を提供すること。

(b) 障害者が特にその障害のために必要とする保健サービス (適 当な場合には、

早期発見及び早期関与を含む。)並びに特に児童及び高齢者の間で障害の悪化を最小限

にし、及び防止するためのサービスを提供すること。

(c) これ らの保健サービスを、障害者自身が属する地域社会 (農村を含む。)の可

能な限 り近くにおいて提供すること。

(d) 保健に従事する者に対 し、特に、研修を通 じて及び公私の保健に関する倫理



基準を定めることによつて障害者の人権、尊厳、自立及びニーズに関する意識を高める

ことにより、他の者 と同一の質の医療 (例 えば、情報に基づく自由な同意を基礎とした

医療)を障害者に提供するよう要請すること。

(e)健康保険及び国内法により認められている場合には生命保険の提供に当たり、

公正かつ妥当な方法で行い、及び障害者に対する差別を禁止すること。

(0 保健若 しくは保健サービス又は食糧及び飲料の提供に関し、障害を理由とす

る差別的な拒否を防止すること。

他団体の要望

2、 全国障害者介護保障協議会 と自薦ヘルパー (パー ソナルアシスタン ト制度 )

推進協会の要望

・障害者が自ら見つけて介護方法を教育 して推薦 して事業所に登録する自薦登録のヘル

パーの場合は、ヘルパーに本人の手足の代わりとして障害者が指示して介護や医療ケア

をや らせているので、本人がやつていると見なすこと。休嗜用者本人の指示に従って行

う場合は、何をやっても良いという意味)(も しくは自薦ヘルパーは家族 と同等と考え

る)

。障害当事者団体などの重度訪問介護事業所等で行つている方法である、ヘルパーの上

司を利用者自身が行 うとい う形態であれば、ヘルパーの技術 レベルなどを含むヘルパー

の教育や教育システムに利用者が責任持って主体的に関わつているので、医療的ケアは

何でもやつて良いこととすること。

。その他の一般事業所では、吸引・胃ろう (注入開始含む)。 てき便・バイパップなど

の人工呼吸器の着脱・褥療の簡単な処置などを認める。一律の研修を義務付けず、利用

者が 「このヘルパーは十分な技術がある」と認めたらよしとすること。

。様々な医療的ケアは医師法 (やその下の政省令 。告示 。通知等)には胃行為か否かは

書かれていないので、グレーゾーンであり、1人 1人のその時の病状や状況によつて医

行為になることもならないこともある。この振 り分けは 1人 1人裁判をしないとわから

ない。よって、厚生労働省は国の予算で行 う公的な介護制度ではやるべきかどうかにつ

いて意見を言 うことはできるが、障害者が自ら雇つている介助者を拘束することはでき

ないことを確認すること。



3、 CIL北 の介護職の要望

在宅のたん吸引等にその決定権を当事者にください。在宅吸引は当事者の身体状況や環

境から多岐に渡っています。

吸引手順もウエットか ドライかで物品が変わり、その注意点も違います。

当事者自身が自分の吸引介助内容の危険性、注意事項を医療側 と話し合い、自身の在宅

吸引を決める。この権利を約束してほしいのです。現在入院 していた時の吸引方法は在

宅では出来ません。在宅に戻つて訪問医と訪問看護ステーションで指示が出ます。

病院のMSWが 優秀なら病院 と在宅を連携 してくれますが、そ う上手く行きません。

当事者の考えは置き去 りです。

1 当事者が医療側 と相談 して在宅吸引方法を明記 して研修する。

2 同意書に在宅吸引研修をした事で介助者に吸引を依頼 しその責任は当事者 自身が

取る。 と明記する。

3 事業所は介助者に在宅吸引を当事者の責任に於いて依頼する。

とい う依頼書を作成する。

この 3項 目で在宅吸引の責任と決定権を当事者にください.よ ろしくお願いします。

4、  日本 ALS協会の家族会員の要望

医療行為だとしてヘルパーではできないことがあります。吸引ができてなぜこんなこと

もやつていただけないのですか ?次の 2点を要求していただきたいと思い、メールにし

ました。

①首の気管切開部のガーゼの取替をヘルパーにもできるようにする。

「モーニングケアの後などに首のガーゼを取 り替えてあげたいが、医療行為なの

でできない」と、ルパー さんが言い、夜私の帰宅まで、首のガーゼが濡れたま

まのことがあります。これからの季節、不衛生で危険です。

ぜひヘルパーにもガーゼを取り替えることができるようにしていただきたい。

②胃ろう部に問水を入れるのをヘルパーにできるようにする。

(で きれば栄養剤 も可能に)

朝、夜の栄養剤・薬の注入は家族でやっています。

平日昼には、訪問看護士が入れてくれています。

しかし、その間(11時・ 16時)の間水を入れるのがたいへん困難です。

事実上、外室不可です。      |



栄養剤・薬は薬局から出ているものですが、間水は水です。

水を飲ますことをベルパーにお願いできないでしょうか?

土日は訪看が入 りません。せめて間水だけでもヘルパーが可能に。

長年 うちへ来てくれているヘルパーさんたちは家族も同然。

「やってあげられないのはたいへん苦 しい」と言つてくれています。

昼間の訪問看護士さんを、土曜日日曜 日にも派遣してくれる事業所がありません。土

日はヘルパーのみです。せめて上記 2点ができれば、どんなに楽でしょう。

5、 人工呼吸器 をつけた子の親 の会 (バ クバクの会)の要望

要望項目

1.病院以外で行つている「医療的ケア」には、呼吸管理 (人 工呼吸器の操作 。日鼻腔

や気管内のたんの吸引・気管カニュー レの交換・酸素投与・パルスオキシメーターの着

脱等)、 水分・栄養管理 (経管栄養チューブの挿入 。注入・抜去、 IVHの 管理等)、 服

薬管理 (座薬挿入 。インシュリン投与等)、 じょくそ うの手当等、排泄管理 (導尿、留

置カテーテルの管理、摘便、人工肛門の処置等)等があります。在宅で行えるケアは全

て、医行為ではなく「生活支援行為」こして、すべての介護者や教職員が実施できるよ

うにしてください。

2.必要なケアを、「生活支援行為」として安全に実施できるように、介護者や教職員

の公的な研修制度を確立してください。

3.「 いのちを守 りたい」とい う施政方針である新 しい政権により、新たな人権と福祉

の枠組みづくりが進められるよう、強く要望します。



NPO法人さくら会提出

障害者自立支援法の重度訪間介護従業者養成研修(20時間)を用いた介護者養成のプロセス

目 的 対象受講者 研修内容 研修期間 研修方法

重度訪問介護従業者
養成研修講座

全身性障害者 (日

常的に吸引、経管
栄養等の介助が必
要な者を含む)の介
護者を養成し、自
立支援法の重度訪
間介護の枠組みで
利用する重度訪問
介護による長時間
の「見守り」や外出
支援により、上記全
身性障害者の安全
と社会参加を支援
する。同居家族の

介護負担も軽減す
|る 。

重度訪問介護従
業者 (ヘ ルバー)

としての資格取得
を希望する者。

地域で暮らす全

身性障害者の日

常生活に必要な
介護技術と援助
の考え方、たんの

吸引方法、食事
介助、ヒヤリハッ
ト、意思伝達の方
法など多岐に渡
る。

講座研修
【基礎研修(座学
10時間)】 +【 (追

加研修 (実習10
時間)】

医療職及び介護職による、医療を必要とする重度障害
者の介護技術の講義及び実習

重度訪間介護従業者
として利用者の自宅で
の実地研修

重度訪間介護従
業者養成研修終
了後に、人工呼
吸療法者を含む
全身性障害者の

介護に実際にあ
たる者。

全身性障害者の
個別の介護ニー
ズを尊重するた
めに、利用者ごと
に実習を行う。ベ

テランヘルパーも
新規利用者には
同様のO」Tを行
つ。

実地研修
(数週間から1年

程度。個人差が

ある)

(1)病院や診療
所医師や訪問看
護師による指導
(医療に関する

講義や演習を必
要に応じて何度
でも。1回 1時間
から2時間程度)

(2)利用者本人からの指示を受けな
がら行う実地研修、事業所ヘルバー

による同行訓練
(障害当事者とのコミュニケーション
が確立された後、介護に必要なすべ

ての技術。数週間から1年程度で個
人差がある。 このうちたんの吸引及
び経管栄養は、1回 1時間を5回程
度)

*重度訪問介護従業者として和l用者の自宅での実地研修は、個別の利用者ごとに実施する。特に研修方法の(1)は必要に応じて何度も行うも医療職の協力体制が重要である。

*たんの吸引及び経管栄養は、介護現場で時間をかけて利用者ごとに習熟するようにする。

無資格の者           ヘルバー資格取得  ・事業所に登録し、重度訪問介護ヘルバー(場合によっては研修生)として従事

講習会場   1利用者の自宅か施設       | ・利用者の指示に従つて介護をおこなう

基礎研修・追加研修の合計20時間 |       1数 週間から1年程度かけて、利用者の個別性を踏まえて吸引等の技術を習得する

(医療職による指導は随時、必要に応じて何度でも行う)

重度訪問介護従業者として利用者の自宅での実地研修重度訪間介護従業者養成研修講座

だ羅譲彗着ぎ|'
利用者ごとの実地訓練 (二 人体制、同行訓練、医師や看護師の指導)数週間から1年程度

追加研修

(座学7時間
+実習3時間 )

基礎研修

(座学3時間
+実習7時間)



【NPO法人さくら会】 重度訪問介護従業者養成研修
(人工呼吸療法を受ける者のケアを対象にしたカリキュラム例 )

1 重度訪問介護従業者養成研修 (基礎課程 )

区 分 科 目 時 間 内 容 講 師

講 義

重度の肢体不自由者の地域
生活に関する講義

・障害者 (児 )福祉の背景と動向
・障害者自立支援制度の種類、内容とその役割
・重度訪間介護の制度とサービス
・重度訪問介護利用者の障害・疾病、心理、地域

生活、社会生活についての理解
・福祉業務従事者としての倫理
・居宅介護においてとるべき基本態度
・利用者の人権

障害学講師・

事業所管理
者・その他の
適任者

基礎的な介護技術に関する

講義
1

介護の 目的、機能と基本原則

介護二一ズ と基本的対応

福祉用具の基本知識 と活用等についての理解

介護福祉士・

その他の適

任者

演 習 基礎的な介護技術に関する

講義 (追加研修へ、15時
間 )

・ ALS特 有の介護技術 (衛生管理を含む)と 呼

吸管理に関する演習 (吸引演習 ) 看護職・介護

福祉士 。そ
の他の適任

者

実習 基礎的な介護 と重度の版体

不 自由者 とのコミュニケー

シ ョンの技術に関する実習

・重度の肢体不 自由者への介護の際の留意が必要

な支援技術 についての理解
・重度の肢体不 自由者 とのコミュニケーシ ョン方

法及びその技術についての理解
・基本介護技術 を含めて、 5時間の うち 2 5時
間 を超えない範囲で、基礎的な介護技術について

の演習に代 えることができる。

ケアの現場

外出時の介護技術に関す る

実習
・外出時の付 き添い方法についての理解
・介護の際に留意が必要な支援技術の習得
・ 2時間の うち 1時間を超えない範囲で、外出時

の介護技術 についての演習に代えることができ

る。

ケアの現場

合計



2 重度訪問介護従業者養成研修 (追加課程 )

区 分 科 目 時間 内 容 講師

講 義

医療的ケアを必要とする重

度訪間介護利用者の障害及
び支援に関する講義

日常的な疾患の基礎知識と予防・対処方法

風邪、発熱、腹痛、火傷、骨折、食中毒等

※バイタルサインの発見方法を含む

感染症の理解と予防
MRSA、 B型肝炎、癖癬、梅毒等

医療関係制度の基礎知識

医師・看護師

在宅看護方法の理解
身体の観察

観察の視点、体温測定、血圧測定等

薬の飲ませ方と保管

特別な処置
吸引、吸入、浣腸、摘便等

医師・看護師

コミュニケーシヨンの技術
に関する講義

・文字盤、意思伝達装置等の演習 ・スイ ッチの調

整の必要性・ コミュニケーシ ヨンの個別性につい

て

介護福祉士・

OT・ PT・ そ
の他の適任
者

緊急時の対応及び危険防止

に関する講義

1

・医療的ケアに関する注意事項  ・看護と介護の運

携と分担  ・ ヒヤ リハット ・緊急時の対応
・家族との関係

管理者

看護師・介護

福祉士・その

他の適任者

講義・

演習

在宅人工呼吸療法に関す る

知識

・p■ 葛|、 経管栄養、人工呼吸療法に関する講義と演

習 看護師

実習 董度の肢体不自由者の介護
サービス提供現場での実習

3

指定重度訪間介護における実習
・重度の肢体不 自由者の介護 を体験す る。
・在宅等で生活す る障害程度区分 5又は 6で ある

肢体不 自由者に対する介護サー ビス提供現場 (1

か所以上)で実習を行 うこと ケアの現場




